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三重とこわか国体いなべ市実行委員会 第２回常任委員会 

次 第 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 報告事項 

 (1) 第１号 三重とこわか国体いなべ市実行委員会常任委員会委員の変更に 

        ついて 

 (2) 第２号 三重とこわか国体いなべ市実行委員会事務局規程の一部改正に 

        ついて 

 (2) 第３号 三重とこわか国体及び競技別リハーサル大会いなべ市開催競技 

        並びに会期等について 

 (3) 第４号 専門委員会への委任事項について 

  ア 第２回総務企画専門委員会における審議決定事項 

  イ 第２回宿泊衛生専門委員会における審議決定事項 

  ウ 第２回輸送交通専門委員会における審議決定事項 

 

４ 議事 

 (1) 第１号議案 競技式典専門委員会における調査審議事項について 

 (2) 第２号議案 総会への提出議案について 

  ア 令和元年度事業報告 

  イ 令和元年度収支決算 

  ウ 令和２年度事業計画（案） 

  エ 令和２年度収支予算（案） 

 

５ その他 

 (1) いなべ市実行委員会第３回総会 

 

６ 閉会 





 

 

 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会常任委員会委員の変更について 

 

 三重とこわか国体いなべ市実行委員会会則第８条第１項ただし書の規定に基

づく常任委員会委員の変更があったため、同条第３項の規定に基づき、別紙のと

おり報告する。 

報告事項１ 



 
 

 三重とこわか国体いなべ市実行委員会常任委員会委員の変更 

 

                         （順不同、敬称略） 
 （令和２年４月 14 日現在） 

【副会長】 
所属機関、団体 役職等 新任者 前任者 

いなべ市議会 議長 水谷 治喜 林 正男 
いなべ市副市長 副市長 岡 正光 吉田 桂治 
いなべ市教育委員会 教育長 小川 専哉 片山 富男 
 
【常任委員】 

所属機関、団体 役職等 新任者 前任者 
いなべ市議会 副議長 小川 幹則 清水 隆弘 

いなべ市自治会連合会 会長 三輪 敏明 近藤 忠彦 

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会 副会長 杉野 紀弘 池井 隆秀 

三重県高等学校体育連盟 会長 野垣内 靖 阿形 克己 

いなべ市校長会 会長 山下 秀人 小川 専哉 

一般社団法人いなべ医師会 会長 渡邊 治彦 桑原 浩 

いなべ消防署 署長 近藤 浩樹 水谷 司 

いなべ市企画部 部長 長﨑 十九八 相馬 雅史 

いなべ市総務部 部長 水谷 喜広 二井 春樹 

いなべ市都市整備部 部長 梅山 浩幸 種村 明広 

いなべ市市民部 部長 杉山 義文 服部 郁夫 

いなべ市環境部 部長 二井 真作 小林 幸次 

いなべ市福祉部 部長 伊藤 俊樹 佐野 英明 

いなべ市建設部 部長 梶 正弘 鈴木 信 

いなべ市水道部 部長 出口 日佐男 水谷 浩 

いなべ市議会事務局 局長 鈴木 訓 奥岡 昌英 

いなべ市監査事務局 局長 伊藤 秋雄 伊町 裕一 

いなべ市教育委員会事務局 部長 小寺 道也 水谷 喜広 

 
 

別紙 



 

 

 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会事務局規程の一部改正について 

 

 三重とこわか国体いなべ市実行委員会事務局規程を一部改正したので、別紙

のとおり報告する。 

報告事項２ 



 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会事務局規程の一部改正について 

 

新旧対照表 

新 旧 

  

略 略 

  

別表第１（第４条関係） 

事務局長 教育委員会事務局国体推

進事務局長 

事務局次長 教育委員会事務局国体推

進室長 

事務局職員 教育委員会事務局国体推

進室職員 
 

別表第１（第４条関係） 

事務局長 教育委員会事務局教育次

長 

事務局次長 教育委員会事務局国体推

進室長 

事務局職員 教育委員会事務局国体推

進室職員 
 

  

略 略 

  

 

別紙 



 
 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会事務局規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、三重とこわか国体いなべ市実行委員会会則（平成 30 年１月 29

日決定。以下「会則」という。）第 15 条第２項の規定に基づき、三重とこわか国体

いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）の事務局の組織及び運営に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 実行委員会の事務局（以下「事務局」という。）は、いなべ市教育委員会事務

局国体推進室に置く。 

 （分掌事務） 

第３条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 実行委員会の組織、人事及び服務等に関すること。 

(2) 総会、常任委員会及び専門委員会の開催運営に関すること。 

(3) 実行委員会の事業計画及び事業報告に関すること。 

(4) 実行委員会の予算及び決算に関すること。 

(5) その他実行委員会の運営に関し必要な事項に関すること。 

 （職員） 

第４条 事務局に、別表第１左欄に掲げる職員を置き、同表右欄に掲げるいなべ市職

員をもって充てる。 

２ 前項の職員のほか、必要に応じ、事務局職員として臨時職員を置くことができる。 

３ 前２項の職員は、三重とこわか国体いなべ市実行委員会会長（以下「会長」とい

う。）が任免する。 

 （職務） 

第５条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統括し、事務局職員を指揮監

督する。 

２ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、

その職務を代理する。 

３ 事務局職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。 

 （服務） 

第６条 職員の服務については、いなべ市職員服務規程（平成 15 年いなべ市訓令第

１号）の例による。 

 （専決事項） 

第７条 事務局長及び事務局次長は、別表第２に掲げる事項を専決するものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、特に重要又は異例であると認められる事項については、

上司の決裁を受けなければならない。 

 （代決） 



 
 

第８条 会長が不在のときは、事務局長が会長の決裁事項を代決する。 

２ 事務局長が不在のときは、事務局次長が事務局長の決裁事項を代決する。 

３ 事務局次長が不在のときは、事務局職員のうち事務局長があらかじめ指名する者

が事務局次長の決裁事項を代決する。 

 （文書の管理及び取扱い） 

第９条 文書には、「い国実」の記号及び会計年度による一連番号を付さなければな

らない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。 

第 10 条 実行委員会の文書処理については、いなべ市文書管理規程（平成 20 年いな

べ市訓令第２号）の例による。 

２ 会則第 19 条の規定により、実行委員会が解散したときは、保存文書をいなべ市

へ引き継ぐものとする。 

第 11 条 前２条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、いなべ市文書管理

規程の例による。 

 （公印） 

第 12 条 実行委員会の公印の名称、形状、大きさ及び書体は、別表第３のとおりと

する。 

２ 前項の公印は、事務局次長が管理する。 

第 13 条 前条に定めるもののほか、公印の取扱いについては、いなべ市公印規則（平

成 15 年いなべ市規則第７号）の例による。 

 （旅費及び費用弁償） 

第 14 条 職員の旅費の額及びその支給方法については、いなべ市職員の旅費に関す

る条例（平成 15 年いなべ市条例第 44 号）の例による。 

２ 実行委員会の委員等が会務のため旅行したときは、その旅費について、費用弁償

することができる。この場合において、費用弁償の額及びその支給方法については、

いなべ市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例（平成 15 年いなべ市条

例第 36 号）の例による。 

３ 前２項の規程に関わらず、緊急の場合、又はその例により難いものについては、

事務局長の定めるところによる。 

 （予算） 

第 15 条 事務局長は、会長の指示に基づき、毎会計年度予算を編成するものとする。 

２ 事務局長は、予算の議決後に生じた理由に基づき、予算に変更を加える必要があ

る場合には、会長の指示に基づき、補正予算を編成するものとする。 

 （決算） 

第 16 条 事務局長は、毎会計年度終了後、速やかに決算を調整し、証拠書類を添付

して会長に提出しなければならない。 

２ 会則第 17 条の規定により監査を受けるときは、収支決算書その他の証拠書類を

監事に提出しなければならない。 



 
 

 （出納員） 

第 17 条 事務局に出納その他の会計処理をさせるため、出納員を置く。 

２ 出納員は、事務局次長をもって充てる。 

 （金融機関の指定） 

第18条 現金の出納は、事務局長が別に指定する金融機関を通じて行うものとする。 

 （その他財務に関する取扱い） 

第 19 条 第 15 条から前条までに定めるもののほか、予算、決算、契約、収入、支出

その他財務に関する事項は、いなべ市会計規則（平成 16 年いなべ市規則第 34 号）

及びその他財務に関する規則等の例による。 

 （補足） 

第 20 条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織及び運営について必要な事項

は、会長の承認を得て事務局長が別に定める。 

附則 

この規程は、平成 30 年１月 29 日から施行する。 

  附則 

この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成 30 年 10 月２日から施行する。 

附則 

この規程は、平成 31 年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

  



 
 

別表第１（第４条関係） 
 

事務局長 教育委員会事務局国体推進事務局長 

事務局次長 教育委員会事務局国体推進室長 

事務局職員 教育委員会事務局国体推進室職員 

 

別表第２（第７条関係） 
 

 事項 事務局長 事務局次長 

１ 
申請、届出、通知、照会、回答及

び報告に関すること。 
重要なもの 軽易なもの 

２ 臨時職員等の任免に関すること。 ○  

３ 臨時職員等の服務に関すること。  ○ 

４ 事務の分担に関すること。  ○ 

５ 出張命令に関すること。 

準備委員会の委員

等並びに事務局長

及び事務局次長 

事務局職員、臨時

職員等 

６ 
工事又は製造の請負に関するこ

と。 

１件の予定価格が

50万円以上のもの 

１件の予定価格

が50万円未満の

もの 

７ 
物品の購入、賃貸借、修理及び業

務委託に関すること。 

１件の予定価格が

30万円以上のもの 

１件の予定価格

が30万円未満の

もの 

８ 
前２号以外の契約等に関するこ

と。 
重要なもの 軽易なもの 

９ 
予算の配当及び流用の要求に関す

ること。 
○  



 
 

別表第３（第12条関係） 
 

名 称 形 状 大きさ 書 体 用途 

三重とこわか国体いな

べ市実行委員会会長印 
正方形 

24ミリメー

トル 
れい書 

会長名をもっ

てする文書 

三重とこわか国体いな

べ市実行委員会事務局

長印 

正方形 
24ミリメー

トル 
れい書 

事務局長名を

もってする文

書 

 

 



 

 

 

   三重とこわか国体及び競技別リハーサル大会いなべ市開催競技並    

  びに会期等について 

 

 三重とこわか国体及び競技別リハーサル大会いなべ市開催競技並びに会期等

について、別紙のとおり報告する。 

報告事項３ 



三重とこわか国体及び競技別リハーサル大会いなべ市開催競技並びに会期等 

 

１ 開催競技 

開催競技 開催形式 種別 競技会場 

ハンドボール 

共催 

（鈴鹿市） 

（伊賀市） 

 

 

少年男子 

 

 

いなべ市員弁運動公園体育館 

いなべ市立北勢中学校体育館 

自転車 

（ロード・レース） 

共催 

（四日市市） 

 

成年男子 

少年男子 

女子 

 

いなべ市特設ロードレースコース 

 

 

２ 競技別会期 

開催競技 競技会場 会期 

ハンドボール 

いなべ市員弁運動公園体育館 
令和３年９月25日(土)から 

令和３年９月28日(火)まで 

いなべ市立北勢中学校体育館 令和３年９月25日(土) 

自転車 

（ロード・レース） 
いなべ市特設ロードレースコース 令和３年10月3日(日) 

 

 

３ 競技別リハーサル大会（国体前年に開催） 

開催競技 競技会場 予定日 

ハンドボール いなべ市員弁運動公園体育館 
令和２年７月11日(土)から 

令和２年７月12日(日)まで 

自転車 

（ロード・レース） いなべ市特設ロードレースコース 令和２年９月13日(日) 

 

 

４ 競技別リハーサル大会の概要（添付資料） 

別紙 



競技別リハーサル大会の概要について 

 

１ 目的 

  三重とこわか国体の開催に備えて、競技会の運営能力の向上と市民の国体や競技

に対する機運の醸成を図るため、競技団体及び関係機関等と協力して開催します。 

 

２ 大会運営 

大会で使用する施設は、国体で使用する会場を充てることを原則とし、できる限

り国体と同じ条件により行います。 

 

３ 競技大会及び日程 

（１）ハンドボール競技リハーサル大会 

 

 

  日本ハンドボールリーグ（JHL）に所属していない社会人チームを対象として、全

国各ブロック予選を勝ち抜いたチーム及び開催地代表を加えた男子 32 チーム、女

子 16 チームが参加し、トーナメント方式で優勝を争う大会です。 

◆開催日時：令和２年７月 11 日（土）、12 日（日） 

◆開催場所：員弁運動公園体育館 

※ハンドボール競技は、鈴鹿市及び伊賀市と共催で行います。 

大会期間は、７月 11 日から 14 日までの４日間で、 

いなべ市では１回戦、２回戦の一部が開催されます。 

 

（２）自転車競技リハーサル大会 

 

 

  トラック・レースとロード･レースそれぞれの競技得点の合計により、都道府県

ごとの男子および女子の総合成績順位を決定します。 

ロード･レースでは交通規制された公道を、男子は約 90ｋｍ、女子は約 45ｋｍ走

行し、順位を競います。レースは、男子が先にスタートし、その後、女子がスター

トします。 

◆開催日時：令和２年９月 13 日（日） 

◆競技種目：個人ロード･レース 

◆開催場所：いなべ市特設ロードレースコース 

※自転車競技は、四日市市と共催で行います。 

 大会期間は、９月 11 日から 13 日までの３日間で、 

トラック・レースは 11 日、12 日に四日市競輪場で開催されます。 

第 25回ジャパンオープンハンドボールトーナメント 

第 55回全国都道府県対抗自転車競技大会 

添付資料 



 

 

 

専門委員会への委任事項について 

 

 常任委員会から委任された事項について、三重とこわか国体いなべ市実行委

員会会則第 13 条第３項の規定に基づき、次のとおり報告する。 

 

１ 第２回総務企画専門委員会（令和２年２月４日） 

 (1) 三重とこわか国体いなべ市ボランティア募集要項     (P16) 

 (2) 三重とこわか国体いなべ市歓迎装飾実施要項       (P28) 

 (3) 三重とこわか国体いなべ市服飾整備要項         (P29) 

 (4) 三重とこわか国体いなべ市案内所及び休憩所設置要項   (P31) 

 (5) 三重とこわか国体いなべ市売店設置要項         (P33) 

 (6) 三重とこわか国体いなベ市売店募集要領         (P45) 

 (7) 三重とこわか国体いなべ市遺失物及び拾得物取扱要項   (P47) 

 (8) 三重とこわか国体いなべ市保険加入要項         (P60) 

 

２ 第２回宿泊衛生専門委員会（令和２年２月５日） 

 (1) 三重とこわか国体いなべ市医療救護対策要項       (P64) 

 (2) 三重とこわか国体いなべ市防疫対策要項         (P65) 

 (3) 三重とこわか国体いなべ市環境衛生対策要項       (P66) 

 (4) 三重とこわか国体いなべ市食品衛生対策要項       (P68) 

 (5) 三重とこわか国体いなべ市弁当調達要項         (P69) 

 

３ 第２回輸送交通専門委員会（令和２年２月５日） 

 (1) 三重とこわか国体いなべ市輸送交通業務実施要項     (P74) 

 (2) 三重とこわか国体いなべ市消防防災及び警備業務実施要項 (P77) 

報告事項４ 



三重とこわか国体いなべ市ボランティア募集要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、いなべ市で開催する三重とこわか国体（以下「国体」という。）及 

び競技別リハーサル大会（以下「リハーサル大会」という。）の成功を支え、全国 

から訪れる選手・監督、大会関係者及び一般観覧者を温かくもてなすとともに、いな

べ市のスポーツを中心としたイベント等（以下「イベント等」という。）で活動する

ボランティアの募集について、必要な事項を定める。 

 

２ 募集主体 

  三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）とする。 

 

３ 活動内容 

 (1) 運営ボランティア（競技会のスタッフとして運営業務を行う） 

活動例 主な活動内容 

受付・会場案内 選手及び監督等の来場者受付、会場案内、資料配布等 

会場サービス 弁当配布・回収、休憩所でのドリンクサービス、手話筆談・

要約筆記等 

広報・記録 写真撮影等 

環境美化 競技会場の清掃美化、会場装飾・プランターの管理等 

規制立哨員 自転車ロード・レースの競技実施に伴う交通規制 

 

 (2) クリーンアップボランティア 

    実行委員会の趣旨に賛同し、市内で独自にクリーンアップ活動を実施する。 

  【活動例】 

    企業、団体及び個人が、自らの地域の拠点周辺等で清掃活動を実施する。 

    企業、団体及び個人が、各種行事のプログラムの中で５分間清掃などを実施する。 

 (3) 花いっぱいボランティア 

    実行委員会の趣旨に賛同し、市内で独自に花いっぱい活動を実施する。 

  【活動例】 

    企業、団体及び個人など多様な主体が、自らの地域の拠点周辺で花の育成や掲

示を実施する。 

 (4) 応援ボランティア 

    実行委員会の趣旨に賛同し、競技別大会会場で試合を観戦し応援する。 

 

４ 活動期間及び活動場所 

 (1) 運営ボランティア 

  ア リハーサル大会 

競技名 活動期間（日程） 活動場所（競技会場） 

ハンドボール 
令和２年７月11日(土)から 

７月12日(日)まで 
員弁運動公園体育館 

自転車 
（ロード・レース） 

令和２年９月13日(日) 
いなべ市特設ロードレースコ

ース 

令和２年２月４日 第２回 総務企画専門委員会 決定 

報告事項４－１(1) 



  イ 国体 

競技名 活動期間（日程） 活動場所（競技会場） 

ハンドボール 
令和３年９月25日(土)から 

９月28日(火)まで 

員弁運動公園体育館 

いなべ市立北勢中学校体育館 

自転車 
（ロード・レース） 

令和３年10月３日(日) 
いなべ市特設ロードレースコ

ース 

 

 (2) クリーンアップボランティア 

    登録時点から令和３年10月３日(日)まで。 

 (3) 花いっぱいボランティア 

    登録時点から令和３年10月３日(日)まで。 

 (4) 応援ボランティア 

    競技別大会等の開催時。 

 

５ 募集人員 

 (1) 運営ボランティア 

    １００人程度（募集状況により変更あり） 

 (2) クリーンアップボランティア 

    上限なし。 

 (3) 花いっぱいボランティア 

    上限なし。 

 (4) 応援ボランティア 

    上限なし。 

 

６ 募集期間 

 (1) 運営ボランティア 

    令和２年２月 12 日(水)から実行委員会が指定する締切予定日の間で募集人員

に達するまで。 

 (2) クリーンアップボランティア 

    令和２年２月12日(水)から令和３年10月２日(土)までの間、随時。 

 (3) 花いっぱいボランティア 

    令和２年２月12日(水)から令和３年10月２日(土)までの間、随時。 

 (4) 応援ボランティア 

    令和２年２月12日(水)から令和３年10月２日(土)までの間、随時。 

   ※必要に応じて、募集期間は変更することができるものとする。 

 

７ 募集対象 

 (1) 運営ボランティア 

    ボランティア活動日に中学生以上の者で、ボランティア活動日に参加が可能な

者のうち、次のア、イ又はウのいずれかに該当する者を対象とする。ただし、ボ

ランティア応募日時点で 18 歳未満の者については、保護者の同意を得るものと

する。 

  ア 市内に在住、在勤、在学する個人又は団体 



  イ 上記ア以外の者で、市内に事業所等を置く企業等又は市内に支部等を置く 

   団体等の従業員及び構成員 

  ウ その他国体の開催主旨に賛同する者  

   ※以下、ボランティア(2)から(4)までについて同じ。 

 (2) クリーンアップボランティア 

    市内に在住、在勤、在学する個人又は団体とする。 

 (3) 花いっぱいボランティア 

    市内に在住、在勤、在学する個人又は団体とする。 

 (4) 応援ボランティア 

    市内に在住、在勤、在学する個人又は団体とする。 

 

８ 申込区分 

  「個人申込」と「団体申込」とする。ただし、運営ボランティアについては以下の

とおりとする。 

 (1) 個人申込：登録は個人単位となり、活動日、活動場所及び活動内容について、

個人単位での割振りとなる。 

 (2) 団体申込：登録はグループ単位となり、活動日、活動場所及び活動内容につい

て、グループ単位での割振りとなる。 

   ※家族、友人など２人以上で同一行動を希望する場合には、団体申込が必要とな

る。ただし、グループ人数が多い場合は複数の班に分かれる場合がある。また、

団体申込の場合は、原則として実行委員会事務局（以下「事務局」という。）か

ら連絡担当者に連絡するものとする。 

 

９ 応募方法及び応募先 

 (1) 応募方法 

    登録申込書（様式第１号又は第２号及び第２号別紙）に必要事項を記入し、事

務局へ持参、郵送、ＦＡＸ又はＥメールにより申し込むものとする。ただし、申

込者が18歳未満の場合は、指定の同意書を添えて事務局へ郵送又は持参する。 

 (2) 応募先 

    〒５１１－０４９８ いなべ市北勢町阿下喜３１番地 

    三重とこわか国体いなべ市実行委員会事務局 

    （いなべ市教育委員会事務局国体推進室内） 

    電  話 ０５９４－８６－７８４７ 

    Ｆ Ａ Ｘ ０５９４－８６－７８７１ 

    Ｅメール sports@city.inabe.mie.jp 

 

10 登録及び抹消 

 (1) 実行委員会は、募集要件を満たした応募者をボランティアとして登録する。 

 (2) 実行委員会は、次の場合に登録を取り消すことができる。 

  ア 本人又は団体から申し出があった場合 

  イ 大会のイメージを損なう等の行為があった場合 

 

11 活動業務、活動日及び活動場所の決定 

 (1) 運営ボランティアの活動業務、活動日及び活動場所については、応募者が応募



用紙に記載した「希望する活動内容」等の事前希望調査を参考に決定する。 

 (2) 運営ボランティアについては、運営の安全性や確実性を確保するため、事前に

実施する説明会に参加しない場合は希望の業務で活動できないことがある。 

 

12 研修等 

  活動内容に応じて必要な場合、研修又は事前説明会を開催する。 

 

13 報酬及び交通費等 

 (1) 活動及び研修等の参加に係る報酬は無償とし、交通費は自己負担とする。 

 (2) 運営ボランティアの服飾等の識別用品及び昼食については、必要に応じて支給 

   する。 

 

14 保険 

  運営ボランティアについては、実行委員会の負担において「傷害保険」及び「損害 

 賠償責任保険」に加入し、登録者の活動中の事故等については、保険の適応範囲内に 

 おいて対応する。 

 

15 個人情報の保護 

  応募者の個人情報は、いなべ市個人情報保護条例をはじめ、関係法令の規定に基

づき、適正に管理及び保護するとともに、実行委員会が主催する事業運営のために

使用し、その他の目的には使用しない。ただし、申込時に三重とこわか国体・三重と

こわか大会実行委員会及びツアー・オブ・ジャパンいなべステージ実行委員会（以下

「他実行委員会」という。）への情報提供に同意している登録者の情報に限り、他実

行委員会からの要請に応じて提供することができるものとする。 

 

16 活動の写真及び動画等 

 (1) ボランティア活動日に登録者が撮影した写真及び動画等を、イベント等の広報

目的の場合に限り使用することがある。 

 (2) 広報及び記録運に従事する運営ボランティアとして応募する者は、応募をもっ

てボランティア活動中に撮影した写真及び動画等に関する著作権法に基づくす

べての権利は実行委員会に移転すること及び著作人格権を行使しないことを承

諾したものとする。 

 

17 その他 

  この要項に定めるもののほか、ボランティア募集に関して必要な事項は、実行委

員会が別に定める。 



ツアー・オブ・ジャパンいなべステージボランティア募集要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、いなべ市で開催するツアー・オブ・ジャパンいなべステージ（以下

「ＴＯＪ」という。）の成功を支え、世界から訪れる選手・監督、大会関係者及び一

般観覧者を温かくもてなすとともに、いなべ市のスポーツを中心としたイベント等

（以下「イベント等」という。）で活動するボランティアの募集について、必要な事

項を定める。 

 

２ 募集主体 

  「ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ実行委員会（以下「ＴＯＪ実行委員会」 

という。）とする。 

 

３ 活動内容 

  運営ボランティア（競技大会のスタッフとして運営業務を行う。） 

活動例 主な活動内容 

会場サービス 応援グッズ配布、アンケート実施等 

広報・記録 写真撮影等 

規制立哨員 自転車ロード・レースの競技実施に伴う交通規制 

 

４ 活動期間及び活動場所 

活動期間（日程） 活動場所（競技会場） 

ＴＯＪを開催する日 いなべ市特設ロードレースコース 

 

５ 募集人員 

  １００人程度（募集状況により変更あり） 

 

６ 募集期間 

令和２年２月12日(水)からＴＯＪ実行委員会が指定する締切予定日の間で募集人 

員に達するまで。 

 

７ 募集対象 

  ボランティア活動日に中学生以上の者で、ボランティア活動日に参加が可能な者

のうち、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する者を対象とする。ただし、ボラ

ンティア応募日時点で 18 歳未満の者については、保護者の同意を得るものとする。 

 (1) 市内に在住、在勤、在学する個人又は団体 

 (2) 上記(1)以外の者で、市内に事業所等を置く企業等又は市内に支部等を置く団 

   体等の従業員及び構成員 

 (3) その他ＴＯＪの開催主旨に賛同する者 

 

８ 申込区分 

参考資料 



  「個人申込」及び「団体申込」とする。ただし、運営ボランティアについては以下

のとおりとする。 

 (1) 個人申込：登録は個人単位となり、活動日、活動場所及び活動内容について、

個人単位での割振りとなる。 

 (2) 団体申込：登録はグループ単位となり、活動日、活動場所及び活動内容につい

て、グループ単位での割振りとなる。 

  ※家族、友人など２人以上で同一行動を希望する場合には、団体申込が必要とな

る。ただし、グループ人数が多い場合は複数の班に分かれる場合がある。また、

団体申込の場合は、原則としてＴＯＪ実行委員会事務局（以下「事務局」とい

う。）から連絡担当者に連絡するものとする。 

 

９ 応募方法及び応募先 

 (1) 応募方法 

    登録申込書（様式第１号又は第２号及び第２号別紙）に必要事項を記入し、事

務局へ持参、郵送、ＦＡＸ又はＥメールにより申し込むものとする。ただし、申

込者が18歳未満の場合は、指定の同意書を添えて事務局へ郵送または持参する。 

 (2) 応募先 

    〒５１１－０４９８ いなべ市北勢町阿下喜３１番地 

   ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ実行委員会事務局 

    （いなべ市教育委員会事務局国体推進室内） 

    電  話 ０５９４－８６－７８４７ 

    Ｆ Ａ Ｘ ０５９４－８６－７８７１ 

    Ｅメール sports@city.inabe.mie.jp 

 

10 登録及び抹消 

 (1) ＴＯＪ実行委員会は、募集要件を満たした応募者をボランティアとして登録す

る。 

 (2) ＴＯＪ実行委員会は、次の場合に登録を取り消すことができる。 

  ア 本人又は団体から申し出があった場合 

  イ 大会のイメージを損なう行為があった場合 

 

11 活動業務、活動日及び活動場所の決定 

 (1) 運営ボランティアの活動業務、活動日及び活動場所については、応募者が応募

用紙に記載した「希望する活動内容」等の事前希望調査を参考に決定する。 

 (2) 運営ボランティアについては、運営の安全性や確実性を確保するため、事前に

実施する説明会に参加しない場合は希望の業務で活動できないことがある。 

 

12 研修等 

  活動内容に応じて必要な場合、研修または事前説明会を開催する。 

 

13 報酬及び交通費等 

 (1) 活動及び研修等の参加に係る報酬は無償とし、交通費は自己負担とする。 

 (2) 運営ボランティアの服飾等の識別用品及び昼食については、必要に応じて支給

する。 



 

14 保険 

  運営ボランティアについては、ＴＯＪ実行委員会の負担において「傷害保険」及び 

「損害賠償責任保険」に加入し、登録者の活動中の事故等については、保険の適応範 

囲内において対応する。 

 

15 個人情報の保護 

 応募者の個人情報は、いなべ市個人情報保護条例をはじめ、関係法令の規定に基づ

き、適正に管理及び保護するとともに、ＴＯＪ実行委員会が主催する事業運営のため

に使用し、その他の目的には使用しない。ただし、申込時に三重県の三重とこわか国

体・三重とこわか大会実行委員会及び三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下

「他実行委員会」という。）への情報提供に同意している登録者の情報に限り、他実

行委員会からの要請に応じて提供することができるものとする。 

 

16 活動の写真及び動画等 

 (1) ボランティア活動日に登録者が撮影した写真及び動画等を、イベント等の広報

目的の場合に限り使用することがある。 

 (2) 広報及び記録運に従事する運営ボランティアとして応募する者は、応募をもっ

てボランティア活動中に撮影した写真及び動画等に関する著作権法に基づくす

べての権利はＴＯＪ実行委員会に移転すること及び著作人格権を行使しないこ

とを承諾したものとする。 

 

17 その他 

  この要項に定めるもののほか、ボランティア募集に関して必要な事項は、ＴＯＪ

実行委員会が別に定める。 

 



行
行

令和 年 月 日

年 月 日 （ ） 歳

〒

携帯 ー ー

自宅　 ー ー

Ｅ-mail

※以下の

※以下の

(A) （B) （C) （D) （E) （F)
TOJ ハンド 自転車 TOJ ハンド 自転車

2

1

4

3

5

〇

〇

〇

※(1)運営ボランティアについては希望の順に番号を記入してください。
希望する活動（複数選択可） は記入必須です。漏れのないようご注意ください。

【同意書】※申込者が18歳未満の方は、必ず保護者が署名・捺印のうえ、提出してください。

　　　　　　　　上記の者について、ツアー・オブ・ジャパンいなべステージボランティア
　　　　　　　　または、三重とこわか国体いなべ市ボランティアへ参加することに同意します。

保護者氏名 　印　（続柄）

連 絡 先
勤務先・
学校名等

特記事項

※活動に活かしたい資格、特技、経験等があればご記入ください。
（手話・筆談、要約筆記(手書き・パソコン)、同行援護、カメラ　等）

個人情報の取り扱いについて

   応募者の個人情報は、いなべ市個人情報保護条例をはじめ、関係法令の規定に基づき、適正に管理
保護するとともに、実行委員会が主催する事業運営のために使用し、その他の目的には使用しません。
ただし、三重とこわか国体いなべ市ボランティアに応募された方の情報は、同意された方に限り、三重
とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会へ提供させていただきます。

　情報の提供について、同意しますか。

□同意します。 　　□同意しません。

（チェックの記入がない場合は、同意していただいたものとして取り扱わせていただきます。）

市内でクリーンアップ活動を実施

(4)応援ボランティア 競技別大会等の会場で試合を応援

(3)花いっぱいボランティア 市内で花いっぱい活動を実施

(1)
運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

受付・会場案内 選手及び監督等の来場者受付・会場案内、資料配布等

会場サービス
弁当配布・回収、ドリンクサービス、応援グッズ配布、
会場内での説明・案内、アンケート実施、要約筆記等

広報・記録 写真撮影等

環境美化 競技会場の清掃美化、会場装飾・プランターの管理等

規制立哨員 自転車ロード・レースの競技実施に伴う交通規制

(2)クリーンアップボランティア

の欄は、募集していない活動内容です。

活動内容
　　　　　主な活動の例
※日程は裏面「②活動できる行事一覧」
　でご確認ください。

令和２年 令和３年
記入
例

ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ実行委員会
（いなべ市教育委員会事務局国体推進室内）

ふりがな

性 別

大正・昭和・平成生年月日

住　　　所

男　 ・　 女

氏　　名
そ  の  他
無　回　答

三重とこわか国体いなべ市実行委員会

（様式第１号）
個人用

＜ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ＞ ＜三重とこわか国体・リハーサル大会　＞

いなべ市ボランティア登録申込書　　　　　　　　　



(1)運営ボランティア

（Ａ）令和２年５月１９日(火)：ツアー・オブ・ジャパン ※締切：令和２年３月１３日（金）

（Ｂ）令和２年７月１１日(土)、１２日(日)：リハーサル大会(ハンドボール） ※締切：令和２年４月24日（金）

（Ｃ）令和２年９月１３日(日)：リハーサル大会（自転車） ※締切：令和２年４月24日（金）

（Ｄ）令和３年５月中・下旬（平日）：ツアー・オブ・ジャパン ※締切：令和３年３月１２日（金）

（Ｅ）令和３年９月２５日(土)～２８日(火)：国体（ハンドボール） ※締切：令和３年４月２３日（金）

（Ｆ） 令和３年１０月３日(日)：国体（自転車） ※締切：令和３年４月２３日（金）

(2)クリーンアップボランティア ※令和３年１０月２日(土)まで

(3)花いっぱいボランティア ※令和３年１０月２日(土)まで

(4)応援ボランティア ※令和３年１０月２日(土)まで

【応募上の注意事項】

２　(1)運営ボランティアについては、下記の「活動できる大会・行事一覧及び締切予定日」を参考に、
　 記載欄のご自身が活動したい行事の活動内容欄に、希望する順番(数字)を記載してください。
　　※それぞれの締切日までに事務局に到着するようにしてください。

３　(2)クリーンアップボランティア、(3)花いっぱいボランティア、(4)応援ボランティアについては、
 　活動を希望する場合は〇、希望しない場合は×を記入、又は空欄としてください。

４　業務内容の詳細については、要項等を参照してください。

１　活動は、「希望する活動」の「（1）」から「（4）」まで（８種類）あります。ご希望の活動を選んで
　 ください。

活動できる大会・行事一覧及び締切予定日（令和２年２月時点で決定している月日です。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※募集人員に達し次第、締め切らせていただきます。

５  (1)運営ボランティアについては、必要に応じて説明会を実施します。特に、規制立哨員の応募者
　 には、開催１か月前を目途に説明会を開催しますので、必ずご参加ください。
　　 ※運営の安全性・確実性を確保するため、説明会に参加しない場合はご希望の業務で活動でき
　 　　ないことがあります。



行
行

令和　 年 月 日

年 月 日 （ ） 歳

－ ー

〒

※以下の

※以下の

(A) （B) （C) （D) （E) （F)

TOJ ハンド 自転車 TOJ ハンド 自転車

2

1

4

3

5

〇

〇

〇

※(1)運営ボランティアについては希望の順に番号を記入してください。

（別紙「登録団体名簿」の該当欄の「同意する」「同意しない」をチェックしてください。

（チェックの記入がない場合は、同意していただいたものとして取り扱わせていただきます。）

(4)応援ボランティア 競技別大会等の会場で試合を応援

自転車ロード・レースの競技実施に伴う交通規制

(2)クリーンアップボランティア 市内でクリーンアップ活動を実施

(3)花いっぱいボランティア 市内で花いっぱい活動を実施

特記事項

※活動に活かしたい資格、特技、経験等があればご記入ください。
（手話・筆談、要約筆記(手書き・パソコン)、同行援護、カメラ　等）

活動内容
　　　　　　　主な活動の例
　※日程は裏面「活動できる大会・行事一覧
　　及び締切予定日」でご確認ください。

令和２年 令和３年
記入
例

個人情報の取り扱いについて

希望する活動（複数選択可） は記入必須です。漏れのないようご注意ください。

の欄は、募集していない活動内容です。

   応募者の個人情報は、いなべ市個人情報保護条例をはじめ、関係法令の規定に基づき、適正に管理・保護する
とともに、実行委員会が主催する事業運営のために使用し、その他の目的には使用しません。ただし、三重とこわ
か国体いなべ市ボランティアに応募された方の情報は、同意された方に限り、三重とこわか国体・三重とこわか大
会実行委員会へ提供させていただきます。

選手及び監督等の来場者受付・会場案内、資料配布等

会場サービス
弁当配布・回収、ドリンクサービス、応援グッズ配布、会
場内での説明・案内、アンケート実施、要約筆記等

広報・記録 写真撮影等

環境美化 競技会場の清掃美化、会場装飾・プランターの管理等

規制立哨員

(1)
運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

受付・会場案内

電話番号 携帯番号

FAX番号 Ｅ-mail

連
絡
先
・
事
務
所

住所（所在地）

ふりがな

担当者役職担当者氏名

その他

無回答※必ず「登録者名簿（様式第２号別紙）」を添えて提出してください。

生年月日

電話番号

名
団体名

代
表
者

ふりがな

性別

男 ・ 女

氏名

大正・昭和・平成

ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ実行委員会
（いなべ市教育委員会事務局国体推進室内）

ふりがな

登録人数

（様式第２号）
団体用

＜ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ＞ ＜三重とこわか国体・リハーサル大会　＞

いなべ市ボランティア登録申込書　　　　　　　　　

三重とこわか国体いなべ市実行委員会



(1)運営ボランティア

（Ａ）令和２年５月１９日(火)：ツアー・オブ・ジャパン ※締切：令和２年３月１３日（金）

（Ｂ）令和２年７月１１日(土)、１２日(日)：リハーサル大会(ハンドボール） ※締切：令和２年４月24日（金）

（Ｃ）令和２年９月１３日(日)：リハーサル大会（自転車） ※締切：令和２年４月24日（金）

（Ｄ）令和３年５月中・下旬（平日）：ツアー・オブ・ジャパン ※締切：令和３年３月１２日（金）

（Ｅ）令和３年９月２５日(土)～２８日(火)：国体（ハンドボール） ※締切：令和３年４月２３日（金）

（Ｆ） 令和３年１０月３日(日)：国体（自転車） ※締切：令和３年４月２３日（金）

(2)クリーンアップボランティア ※令和３年１０月２日(土)まで

(3)花いっぱいボランティア ※令和３年１０月２日(土)まで

(4)応援ボランティア ※令和３年１０月２日(土)まで

５  (1)運営ボランティアについては、必要に応じて説明会を実施します。特に、規制立哨員の応募者
　 には、開催１か月前を目途に説明会を開催しますので、必ずご参加ください。
　　 ※運営の安全性・確実性を確保するため、説明会に参加しない場合はご希望の業務で活動でき
　 　　ないことがあります。

４　業務内容の詳細については、要項等を参照してください。

２　(1)運営ボランティアについては、下記の「活動できる大会・行事一覧及び締切予定日」を参考に、
　 記載欄のご自身が活動したい行事の活動内容欄に、希望する順番(数字)を記載してください。
　　※それぞれの締切日までに事務局に到着するようにしてください。

３　(2)クリーンアップボランティア、(3)花いっぱいボランティア、(4)応援ボランティアについては、
 　活動を希望する場合は〇、希望しない場合は×を記入、又は空欄としてください。

活動できる大会・行事一覧及び締切予定日（令和２年２月時点で決定している月日です。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※募集人員に達し次第、締め切らせていただきます。

【応募上の注意事項】

１　活動は、「希望する活動」の「（1）」から「（4）」まで（８種類）あります。ご希望の活動を選んで
　 ください。



【 登 録 者 名 簿 】

）

連絡先 個人

性別 電話番号 情報の

氏　　　名 保護者氏名 続柄 同意

いなべ　たろう 男・女 大正 する

その他 昭和 しない

無回答 平成　14．9．25

いなべ　いちこ 男・女 大正 する

その他 昭和 しない

無回答 平成　14．10．5

男・女 大正 する

その他 昭和　　．　． しない

無回答 平成

男・女 大正 する

その他 昭和　　．　． しない

無回答 平成

男・女 大正 する

その他 昭和　　．　． しない

無回答 平成

男・女 大正 する

その他 昭和　　．　． しない

無回答 平成

男・女 大正 する

その他 昭和　　．　． しない

無回答 平成

男・女 大正 する

その他 昭和　　．　． しない

無回答 平成

男・女 大正 する

その他 昭和　　．　． しない

無回答 平成

男・女 大正 する

その他 昭和　　．　． しない

無回答 平成

男・女 大正 する

その他 昭和　　．　． しない

無回答 平成

男・女 大正 する

その他 昭和　　．　． しない

無回答 平成

※№１に当日の責任者氏名、№２に当日の副責任者氏名を記載してください。

※連絡先は、可能な限り携帯電話番号としてください。

※１８歳未満の方は、保護者の同意が必要です。保護者の署名と捺印のうえ、

お手数ですが、いなべ市実行委員会事務局へ郵送または持参してください。

※希望する活動（業務内容）については、要項等をご参照ください。

※用紙が不足する場合は、コピーして団体名を記入のうえ、ご使用ください。

10 ㊞

9 ㊞

8 ㊞

7 ㊞

6 ㊞

5 ㊞

4 ㊞

3 ㊞

2
（副責任者）

㊞

1
（責任者）

㊞

2 17 いなべ　次郎 ㊞ 父
(連絡担当)
080-****-

****いなべ　市子

1 17 いなべ　花子 ㊞ 母
090-****-

****いなべ　太郎

（様式第２号別紙）

（団体名：

№
ふりがな

生年月日 年齢

保護者同意
（保護者署名・捺印）

※申込者が18歳未満の場合

記
入
例



三重とこわか国体いなべ市歓迎装飾実施要項 

 
１ 目的 
  この要項は、三重とこわか国体いなべ市歓迎接伴基本計画に基づき、三重

とこわか国体（以下「国体」という｡）に参加する選手・監督、役員、視察員、

報道員等及び一般観覧者を温かく迎えるとともに、市民の国体に対する参加

意識の高揚を図るため、必要な事項を定める。 
  
２ 歓迎装飾の実施 
  三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、

関係機関及び団体等の協力のもと、次のとおり歓迎装飾を実施する。 
 (1) 装飾場所 
    競技会場、練習会場及びその周辺道路、商店街、まちなか、交通拠点、 

その他必要と認められる箇所に設置する。 
 (2) 装飾内容 
    歓迎看板、横断幕、懸垂幕、のぼり旗、歓迎プランター等を設置する。

ただし、景観等に配慮し、華美及び過大な装飾は避けるとともに、関係機

関、団体及び企業等の協力、市民運動との連携を図りながら、効果的な装

飾を心がける。 
 (3) 装飾期間 
   歓迎装飾の実施期間は、施設管理者等との協議の上、装飾ごとにその都度

定める。 
 
３ 装飾の撤去 
  装飾の撤去は、国体終了後に実行委員会の責任において速やかに行うもの

とする。 
 
４ その他 
 (1) この要項に定めるもののほか、歓迎装飾の実施に関して必要な事項は、

実行委員会が別に定める。 

 (2) いなべ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 
 

令和２年２月４日 第２回 総務企画専門委員会 決定 

報告事項４－１(2) 



三重とこわか国体いなべ市服飾整備実施要項 
 
１ 目的 
  この要項は、三重とこわか国体（以下「国体」という。）及び競技別リハー

サル大会（以下「リハーサル大会」という。）において、本市で開催される競

技会の円滑な運営を図るため、大会運営に従事する者（以下「従事者」という。）

の服飾整備について必要な事項を定めるものとする。 
  
２ 整備品目 
  三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、

次のとおり服飾を整備する。 
 (1) リハーサル大会 
  ア ＩＤカード（カードケースを含む。） 
  イ 帽子 
  ウ その他リハーサル大会の運営上必要が生じた識別用品 
 (2) 国体 
  ア ＩＤカード（カードケースを含む。） 
  イ ジャンパー 
  ウ その他国体の運営上必要が生じた識別用品 
  
３ 配付対象者 
  国体及びリハーサル大会における服飾の配付対象者は、次のとおりとす 
 る。ただし、既に各競技団体において従事者のユニフォームを整備している 
 場合は、配付対象者としない。 
 (1) 競技会役員 
 (2) 競技役員 
 (3) 競技補助員 
 (4) 競技会係員 
 (5) 競技会補助員 
 (6) その他（選手・監督、視察員等） 
 
４ 服飾デザイン 
  整備する服飾のデザインは、国体及びリハーサル大会それぞれにおいて、 
 原則として、全競技共通のものとし、従事者の識別を図ることができるもの 
 とする。 
 
５ 服飾整備 

令和２年２月４日 第２回 総務企画専門委員会 決定 

報告事項４－１(3) 



  配付対象者は、原則として実行委員会が整備する服飾を着用することとす

る。ただし、競技役員及び競技補助員の服飾について、競技団体が独自の服

飾整備を希望し、服飾整備品目及び服飾デザインについて実行委員会と競技

団体が協議を行い、実行委員会会長が競技運営等により必要と認めた場合は

競技団体へ服飾整備を委託できるものとする。 
 
６ その他 
  この要項に定めるもののほか、服飾整備に関して必要な事項は、実行委員会

が別に定める。 
 



三重とこわか国体いなべ市案内所及び休憩所設置要項 
 
１ 目的 
  この要項は、三重とこわか国体いなべ市歓迎接伴基本計画に基づき、三重と

こわか国体において、参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他

関係者並びに一般観覧者（以下「国体参加者等」という。）に対し、競技、宿

舎、交通、観光及び物産等の案内を行うため、案内所及び休憩所の設置及び運

営に関して必要な事項を定める。 
 
２ 案内所の種類 
  案内所は、受付案内所とする。 
 
３ 設置場所 
  案内所及び休憩所は、各競技会場に設置する。 
 
４ 設置期間 
  案内所及び休憩所の設置期間は、各競技会の開催期間中とする。 
 
５ 開設時間 
  案内所及び休憩所の開設時間は、開会行事又は競技開始１時間前から競技

終了又は閉会行事終了後 30 分までとする。ただし、必要に応じて変更できる

ものとする。 
 
６ 業務内容 
 (1) 案内所 
  ア 国体参加者等の受付案内及び資料等の配付に関すること。 
  イ 競技の案内に関すること。 
  ウ 交通、宿泊、観光及び物産等の案内に関すること。 
  エ 障がい者への対応に関すること。 
  オ 迷子、遺失物及び拾得物の取り扱いに関すること。 
  カ その他、案内業務に関すること。 
 (2) 休憩所 
  ア 必要に応じて行う国体参加者等への飲物等の提供に関すること。 
  イ その他休憩所運営に関すること。 
 
７ 従事者の心得 
  従事者は、常に笑顔とおもてなしの心で業務に専念し、積極的かつ迅速に業 

令和２年２月４日 第２回 総務企画専門委員会 決定 

報告事項４－１(4) 



 務の処理に当たるとともに、親切丁寧に国体参加者等に対応する。 
 
８ 関係機関及び団体等の協力 
  案内所及び休憩所の設置運営等を円滑に行うとともに、国体参加者等に対

し、心のこもったおもてなしができるよう関係機関及び団体等の協力を得て

実施する。 
 
９ その他 
 (1) この要項に定めるもののほか、案内所及び休憩所の設置運営に関して必

要な事項は、実行委員会が別に定める。 

 (2) いなベ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 



三重とこわか国体いなべ市売店設置要項 
 

１ 目的  

  この要項は、三重とこわか国体いなべ市歓迎接伴基本計画に基づき、三重と

こわか国体において、三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員

会」という。）が設置する売店（以下「売店」という。）の設置及び運営につい

て必要な事項を定める。 

 

２ 設置場所  

  売店は、各競技会場に設置する。ただし、実行委員会は必要に応じてこれを

変更できるものとする。 

 

３ 設置期間  

  売店の設置期間は、各競技会場における競技の開始日から終了日までとする。

ただし、実行委員会は必要に応じてこれを変更できるものとする。 

   

４ 開設時間  

  売店の開設時間は、競技開始 1 時間前から競技終了後 30 分までとする。た

だし、実行委員会は必要に応じてこれを変更できるものとする。 

 

５ 出店数、出店位置及び規模  

  出店数及び出店位置は、実行委員会が決定し、出店規模は１店舗あたり１ブ

ース約 20 ㎡（２間×３間のテント）とする。ただし、実行委員会は、出店状況

等を勘案し、必要に応じてこれを変更できるものとする。 

 

６ 運営設備等  

  売店出店に伴う設備等は、次のとおりとし、実行委員会が準備する。ただし、

出店状況等に応じて、実行委員会はこれを変更できるものとする。 

 (1) テント（２間×３間）１張 

 (2) 長机４台 

 (3) いす４脚 

なお、実行委員会準備品以外で必要な備品等は、出店者で準備すること。 

 

７ 経費負担  

 (1) 売店の運営に要する経費は、出店者が負担する。 

 (2) 出店者は、売店設置会場の管理に要する経費の一部として、実行委員会 

   が別に定める出店料を負担する。 

 (3) 福祉施設、その他実行委員会が特に認めた場合は、出店料を免除するこ 

   とができる。 

 (4) 出店を許可されたものは、出店料を実行委員会が指定する期日までに指 

   定する口座に振り込まなければならない。なお、振込手数料は、出店者が負 
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   担するものとする。 

 (5) 既に納付された出店料は、還付しない。ただし、実行委員会が特に必要 

   があると認めるときは、この限りでない。 

 

８ 販売品目  

  売店における販売品目は、次に掲げるものとする。 

 (1) 国体関連グッズ 

    国民体育大会標章又は三重とこわか国体・三重とこわか大会のマスコッ 

   トキャラクター「とこまる」を使用した商品であり、それぞれ公益財団法人 

   日本スポーツ協会又は三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会の 

   使用承認を得ているもの。 

 (2) スポーツ用品 

 (3) 郷土物産品 

 (4) 飲食物（アルコール飲料を除く。） 

  ア 製造加工品 

    食品衛生関係法令に規定する営業許可施設等において製造・加工された

もので、容器包装等により衛生的な措置がとられ、かつ、法令等の規定に

基づく表示がなされているものとする。 

  イ 現地調理品 

    売店において調理する食品は、簡易な調理、加工のみとし、あらかじめ

営業許可施設等において下処理されたものを搬入して、提供直前に加熱処

理を行うものであること。 

 (5) 授産施設生産物 

 (6) 宅配便 

 (7) その他実行委員会が必要と認めたもの 

 

９ 出店条件  

  売店の出店者は、(1)の条件のいずれかに該当し、かつ(2)の条件のすべてに

該当するものとする。 

 (1) 次の条件のいずれかに該当するもの 

  ア 申請時に１年以上、いなべ市内に店舗を有して営業をしている者 

  イ 過去の国体において出店実績のある者 

  ウ 国体関連グッズ、スポーツ用品、郷土物産品又は飲食物に係る関係団体 

   等 

  エ 授産施設 

  オ その他実行委員会が認めたもの 

 (2) 次の条件のすべてに該当するもの 

  ア 各競技開催期間中、本要項で定める開設時間を遵守し、継続して出店で

きること。 

  イ 法令等により許可又は登録を必要とする営業については、当該許可又は

登録を受けていること。 



  ウ 当該出店業務に関する法令等に違反して、過去１年間に営業停止等、重

大な処分を受けていないこと。 

  エ 飲食物販売の出店者については、食品衛生関係法令等に規定する営業許

可施設の営業許可等を受け、あわせて過去１年間に食中毒発生等による行

政処分歴がないこと。 

  オ 出店申請書の提出日時点で、国税及び地方税の滞納がないこと。 

  カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法

第2条第 2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

（以下「暴力団員等」という。）ではないこと。 

  キ 従業員として、暴力団員等を使用し、又は雇用していないこと。 

 

10 出店申請  

  出店希望者は、実行委員会が定める期日までに、販売出店申請書（様式第１

号）、出店概要書（様式第２号）、売店従事者及び搬入車両予定表（様式第３号）、

誓約書兼承諾書（様式第４号）の関係書類並びに売店責任者及び従業員の本人

確認書類（免許証、パスポート等、公的機関が発行したものの写し）を添付し、

実行委員会に提出するものとする。 

 

11 出店者の選定  

  実行委員会は、本要項に基づいて出店者の審査を行うとともに、売店の設置

目的、来場者のニーズ、郷土物産品のＰＲ、出店品目のバランス等を考慮し、

適当であると認めたものを出店者として選定する。ただし、当該申請をした者

が、次のいずれかに該当するときは、実行委員会は優先して選定することがで

きる。 

 (1) 売店における販売品目を取り扱う地元を代表する商工関係及び組合等の

団体並びに社会福祉法人などの社会福祉関係団体等 

 (2) その他実行委員会が適当と認めたもの 

 

12 売店出店許可証の交付  

  実行委員会は、出店を許可した者に対して、実行委員会が売店出店許可証（様

式第５号）及び駐車許可証を交付する。 

 

13 保健所への手続き  

  食品を販売する許可を受けた出店者は、保健所に必要な届出を行うものとす

る。 

 

14 売店の円滑な運営  

  実行委員会は、現地を巡回して売店の管理運営及び出店者への助言や指示を

与えるものとする。 

 



15 売店責任者  

 (1) 出店者は、当該従業員の中から売店責任者を定め、売店設置期間中常駐さ

せるものとする。 

 (2) 出店者は、売店責任者に変更があったときは、直ちに実行委員会に報告し

なければならない。 

 (3) 売店責任者は、実行委員会の指示に従い、当該売店の管理運営にあたらな

ければならない。 

 (4) 食品を取り扱う売店責任者は、調理、保管及び販売等が衛生的に行われる

よう十分配慮し、従業員の指導に努めなければならない。 

 

16 禁止事項  

  出店者及びその従業員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) 出店者の権利を第三者に譲渡若しくは転貸し、又は管理運営を委託する

こと。 

 (2) 商品を不当な価格で販売すること。 

 (3) 指定された場所以外で立ち売り及び呼び込み販売をすること。 

 (4) 許可された品目以外のものを販売すること。 

 (5) アルコール飲料及び危険物を販売すること。ただし、実行委員会が郷土物

産品及び土産品と認めたものはこれを除く。 

 (6) 拡声器及び音響器具類を使用すること。 

 (7) 火気を使用すること。ただし、実行委員会が認めた場合はこれを除く。 

 (8) その他大会運営に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。 

 

17 遵守事項  

出店者及びその従業員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 実行委員会から交付される売店出店許可証を店頭の見やすい位置に掲示

すること。 

 (2) 売店及びその周辺の清掃は、出店者の責任のもとに行い、発生したごみ

は、毎日各自で搬出処理し、常に環境美化に努めること。 

 (3) 販売品には、関係法令等の定めるところにより、適切な表示を行い、販売

価格を明示すること。 

 (4) 売店の装飾は、販売品等を表示する看板等を主体とし、宣伝広告用のもの

は掲示しないこと。 

 (5) 飲食物を販売する売店にあっては、ブース前にごみ箱を設置し、容器、食

べ残し等を回収する販売方法をとること。 

 (6) 実行委員会の許可を受けて火気を使用する場合にあっては、区画内に消

火器を設置すること。 

 (7) 販売品等の搬入搬出に使用する車両には、実行委員会が交付する駐車許

可証を見やすい位置に掲示すること。なお、原則として搬入車両は、１売店

につき１台とする。 

 (8) 販売品等の搬入、陳列及び搬出は、大会運営に支障をきたさないよう実行



委員会が指示する時間内に完了させること。 

 (9) 服装は清潔を心がけ、実行委員会が別途交付するＩＤカードを着用する

こと。 

(10) 接客にあたっては、おもてなしの心で、親切、丁寧を心がけること。 

(11) 飲食物を販売する売店にあっては、食品衛生関係法令上の規定を遵守す

るとともに、保健所の指導に従うこと。 

(12) 天候の悪化等により、実行委員会がやむを得ず安全確保のため、売店の閉

鎖等の指示を出したときには、その指示に従うこと。 

(13) 従業員の変更、追加、削除等があった場合は、直ちに実行委員会に報告す

ること。なお、変更、追加の報告の際には、当該従業員の本人確認書類を添

付すること。 

(14) その他実行委員会の指示に従うこと。 

 

18 管理運営  

  売店における販売品及び売店備品の管理は、出店者の責任において行うもの

とし、火災、盗難、その他不可抗力による災害に対しても、実行委員会は一切

の責任を負わないものとする。 

 

19 事故等発生時の対応  

  売店において、事件若しくは事故等が発生したとき、又は不審者若しくは不

審物を発見したときは、売店責任者は、直ちに実施本部又は関係機関に連絡し、

その指示に従うものとする。 

 

20 許可の取り消し  

  実行委員会は、出店者が次のいずれかに該当したときは、売店出店許可を取

り消すことができるものとする。なお、この場合において、出店者は実行委員

会に対して損害賠償及び既に納めた出店料の返還を請求することはできない。 

 (1) 本要項及び関係法令に違反したとき 

 (2) その他実行委員会が売店の運営管理において不適当と認めたとき 

 

21 損害賠償  

  出店者は、会場内の施設又は第三者に対して損害を与えたときは、その損害

賠償の責任を負うものとする。なお、損害賠償に備え、損害保険等に加入して

おくこと。 

 

22 補填及び補償  

 (1) 出店者は、当初予想の収益が得られなかった場合でも、その損害の補填及

び補償を実行委員会に請求することはできない。 

 (2) 出店者は、天候不良等実行委員会が予測できない理由により、出店が中止

又は縮小になった場合でも、出店準備で生じた経費等の補償を実行委員会

に請求することはできない。 



 

23 原状回復  

  出店者は、設置期間終了後、速やかに出店に要した物品等を搬出し、原状に

復し、実行委員会の検査を受けなければならない。 

 

24 その他  

 (1) この要項に定めるもののほか、売店の設置運営に関して必要な事項は、

実行委員会が別に定める。 

 (2) いなべ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 
 



（様式第１号） 
売店出店申請書 

令和  年  月  日  
 
 三重とこわか国体いなべ市実行委員会 
 会 長  日 沖  靖 様 
 
                   所在地                 
 
                   商号又は名称              
 
                   代表者氏名            印  
 
                   電話番号                
 
 三重とこわか国体において、いなべ市実行委員会が運営する競技会場内に売店を出

店したいので、三重とこわか国体いなべ市売店設置要項第 10 項の規定に基づき申請

します。 
 
１ 出店希望会場              （競技名：          ） 
 
２ 出店期間    令和  年  月  日（ ）から  月  日（ ）まで 
 
３ テント（２間×３間）必要数             張 
 
４ 添付書類 □出店概要書等（様式第２号） 
       □売店従事者及び搬入車両予定表（様式第３号） 
       □誓約書兼承諾書（様式第４号） 
       □営業に関する許可申請済書等の写し 
       ☐いなべ市税の完納証明書（写しでも可） 
       ☐消費税及び地方消費税、法人税（個人の場合は所得税）に未納の税

額がないことの証明書（納税証明書その３の３（個人の場合は納税

証明書その３の２））（写しでも可） 
       ☐出店者及び従業員の本人確認書類（免許証、パスポート等、公的 

機関が発行した写真付きで本人確認ができるものの写し） 
【注意事項】 
※いなべ市税の完納証明書については、いなベ市に店舗を有する場合に限る。 
※この申請書及び下記添付書類は、出店を希望する会場毎に１部ずつ実行委員会へ提

出すること。 



（様式第２号）NO１ 

出店概要書 

 

（ふりがな） 

商 号 又 は 名 称 

 

 

（ふりがな） 

代 表 者 氏 名 

 

 

所 在 地 
〒 

 

連 絡 先 〔TEL〕 〔FAX〕 

出 店 担 当 者 

〔氏  名〕 

〔携帯電話〕 

〔E-mail〕 

業 種  

主 要 取 扱 品 目 

（該当品目をすべ

て○で囲んでくだ

さい。） 

国体関連グッズ ・ スポーツ用品 ・ 郷土物産品  

飲食物（製造加工品） ・ 飲食物（現地調理品） ・ 宅配便 

その他（                       ） 

国 体 出 店 実 績 
※実績がある場合は、出店した市町村名を記入してください。 

営業開始年月日 令和   年   月   日 従業員数 人 

営業に関して取得

した許可等の種類 

※許可証等の写しを添付してください。 

過去１年間法令違

反等処分歴の有無 
有 ・ 無 

過去１年間食中毒

発生事故歴の有無 
有 ・ 無 

 

○電源の使用    有  ・  無   （該当する方を○で囲んでください） 

※電源を使用する場合は、出店者において発電機等準備してください。 

  

○火気の使用    有  ・  無   （該当する方を○で囲んでください） 

※火気を使用する場合は、出店者において消火器の設置が必要となります。 

次ページに続きます。 

  



（様式第２号）NO２ 

 

持込備品一覧（市実行委員会設営備品以外） 

備品等名称 規格・数量等 持込目的 

   

   

   

   

   

※持込予定の電源や火気を使用する備品及び火気を使用する場合の燃料等を記入し

てください。 

 

販売品目価格等一覧 

NO 商品名 予定数量 販売価格 備考(製造責任者等) 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

10     

11     

12     

※欄が不足する場合は、別紙に追加してください。 

  



（様式第３号） 

売店従事者及び搬入車両予定表 

 

（商号又は名称：                           ） 

 

１ 従事者名簿 

従事日 売店責任者 販売員 販売員 販売員 

 月 日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな 

    

 月 日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな 

    

 月 日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな 

    

 月 日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな 

    

 月 日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな 

    

 月 日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな 

    

 月 日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな 

    

 

２ 搬入・搬出車両予定表 

車両の種類 車両ナンバー 備考 

   

   

   

   

（注意事項） 

１ 駐車場スペース及び大会運営の関係上、搬入車両の制限をすることがあります。 

２ 車両の種類は、「２ｔトラック」、「軽トラック」等を記入してください。 

３ 駐車車両は、原則１台とします。 

４ 商品搬入のみで駐車場の必要のない車両については、備考欄に「駐車場不要」と

記入してください。 

  



（様式第４号） 

誓約書兼承諾書 

 

令和  年  月  日  

 

 三重とこわか国体いなべ市実行委員会 
 会 長  日 沖  靖 様 

 
                   所在地                 
 
                   商号又は名称              
 
                   代表者氏名            印  
 
                   電話番号                
 

 三重とこわか国体において、いなべ市実行委員会が運営する競技会場内への売店 

出店申請にあたり、次の項目について相違ない旨を誓約します。提出した書類に記 

載された個人に関する情報について、誓約内容の確認のため、三重とこわか国体い 

なべ市実行委員会が本承諾書をもって関係官庁に調査、照会することを承諾します。 

 

１ 三重とこわか国体いなべ市売店設置要項を遵守します。 

 

２ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同法第２条２ 

号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団員

等」という。）ではありません。 

 

３ 従業員として、暴力団員等を使用し、又は雇用していません。 

 

４ 出店品目の販売において、法令等に違反して過去１年間処分を受けていません。 

  また、飲食物を販売する場合、過去１年間食中毒等における行政処分を受けて

いません。 

 

５ その他資格要件に全て該当していることに間違いありません。 

 

６ 出店に際して、出店位置や出店時間等の運営方法について、三重とこわか国体

いなべ市実行委員会に異議申し立てをしません。 

  



（第５号様式） 

売店出店許可証 

 

い国実第      号  

令和  年  月  日  

 

          様  

 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会  
会 長   日 沖  靖  

 

 

 いなべ市で開催する三重とこわか国体の競技会場内における売店の出店につい

て、下記のとおり許可します。 

 

記 

 

 

商号または名称  

代 表 者 氏 名  

所 在 地  

出店許可会場   

出店許可期間  令和  年  月  日（ ）～  月  日（ ） 

出店許可品目  

 

 

 

 

駐車許可車両  
 

 

遵 守 事 項 

１ 本許可証を売店内に準備しておくこと。 

２ 出店に関しては、関係法令等及び三重とこわか国体いなべ

市売店設置要項を遵守すること。 



三重とこわか国体いなべ市売店募集要領 

 
１ 目的 
  この要領は、本市で開催する三重とこわか国体の売店出店者の募集に関し、

三重とこわか国体いなべ市売店設置要項（以下「要項」という。）に定めるも

ののほか必要な事項を定める。 
 
２ 設置場所及び期間 

  売店の設置場所及び期間は、次の表に定めるとおりとし、設置期間中の途中

開設及び途中閉店は、原則として認めないものとする。 

競技名 競技会場 設置期間 

ハンドボール 
員弁運動公園体育館 令和３年９月 25 日（土）から

９月 28 日（火）まで 
いなべ市立北勢中学

校体育館 
令和３年９月 25 日（土） 

自転車（ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ） いなべ市梅林公園 令和３年 10 月３日（日） 

 
３ 開設時間 
  開設時間は、競技開始１時間前から競技終了後 30 分までとする。ただし、

三重とこわか国体いなベ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、必

要に応じてこれを変更することができる。 
 
４ 出店位置及び規模 

  出店位置は実行委員会が決定し、出店規模は１ブース約 20 ㎡（テントの場

合は２間×３間）とする。ただし、実行委員会は、出店状況等を勘案し、必要

に応じてこれを変更することができる。 
 
５ 運営設備等 
  出店に伴う設備等について、次に掲げるものは、実行委員会準備品とする。

ただし、出店状況等に応じて、実行委員会はこれを変更することができる。 

 (1) テント（２間×３間）１張 

 (2) 長机４台 

 (3) いす４脚 

※上記実行委員会準備品以外で必要な備品は、出店者で準備するものとする。 
 
６ 出店料 
  要項７(2)に規定する出店料は次のとおりとする。ただし、実行委員会が特
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に認めた場合、免除することができるものとする。 
 (1) 市内業者  １ブース１日あたり ２，５００円 
 (2) 市外業者  １ブース１日あたり ５，０００円 

 

７ 販売品目 

  売店における販売品目は要項８に掲げるものとする。 

 

８ 出店者の選定 

  出店者の選定については要項 11 に規定するとおりとする。 

 

９ 提出方法  

  出店希望者は、所定の申請書（様式第１号から様式第４号まで）に必要事項

を記入し、押印の上、本人確認書類等の関係書類を添付して実行委員会事務局

へ持参又は郵送により提出すること。 

 

10 受付期間 

  令和２年 10 月 14 日（水）から令和３年４月 30 日（金）までとし、郵送に

よる申請の場合は、受付期間の消印までを有効とする。 

なお、窓口申請受付時間は、平日午前８時 30 分から午後５時 15 分までとす

る。 

 

11 提出及び問い合わせ先 

  〒５１１－０４９８ いなべ市北勢町阿下喜３１番地 

  三重とこわか国体いなべ市実行委員会事務局 

  （いなべ市教育委員会事務局国体推進室内） 

  電  話 ０５９４－８６－７８４７ 

  Ｆ Ａ Ｘ ０５９４－８６－７８７１ 

  Ｅメール sports@city.inabe.mie.jp 

 

12 その他 

  売店の設置運営については、三重とこわか国体いなべ市売店設置要項に基

づき実施してください。出店に係る禁止事項、遵守事項、管理運営、損害賠償、

補填及び補償等についても記載していますので、ご確認ください。 

  営業時間及び時間外の販売品の取扱い、管理については、出店者が責任を持

って行ってください。実行委員会では一切の責任を負いません。 

  原則、１ブースにつき１台の駐車場を用意しますが、競技会場から距離があ

る場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

  各競技会場では、大会関係者への弁当の斡旋並びに無料ドリンクサービス

及び郷土料理等のふるまいが実施される場合があります。 



三重とこわか国体いなべ市遺失物及び拾得物取扱要項 
 
１ 目的 
  この要項は、三重とこわか国体において、三重とこわか国体いなべ市実行委

員会（以下「実行委員会」という。）が占有する競技会場、練習会場及び駐車

場内等で、遺失物又は拾得物の届け出があった場合の取り扱いについて、遺失

物法（平成 18 年法律第 73 号）に基づき、必要な事項を定める。 
  
２ 取り扱い及び保管 
 (1) 遺失物又は拾得物の届け出の取り扱いは、三重とこわか国体いなべ市実

施本部（以下「実施本部」という。）が競技会場内に設置する受付案内所で

実施するものとし、受付案内係が取扱業務及び一時保管を行うこととする。 
 (2) 受付案内係は、その日の業務終了までに落とし主が判明しない場合は、

各競技会場の総務係へ引き継ぐものとする。ただし、高額な金品等につい

ては、速やかに実行委員会事務局へ引き継ぐものとする。 
 (3) 拾得物は、あらかじめ定められた保管場所に保管し、盗難、紛失等の事

故がないように留意する。 
 (4) 実施本部解散後は、遺失物及び拾得物の取り扱いは、実行委員会事務局

において行う。 
 
３ 届け出の処理 
 (1) 拾得物の届け出を受けた場合は、拾得物受理書（様式第１号）に必要事

項等を記入の上、拾得者に対して拾得物預かり書（様式第２号）を交付す

るとともに、拾得物一覧簿（様式第３号）に記入し、拾得物に拾得物個票

を貼付して一時保管する。 
 (2) 遺失物の申し出を受けた場合は、遺失物届出書（様式第４号）の提出を

受け、遺失者に対し、遺失物届出書（控え）（様式第５号）を交付するとと

もに、遺失物一覧簿（様式第６号）に記入した後、拾得物一覧簿と照合し、

該当する物件がなかった場合は、当該遺失者に対して、所轄警察署へ届け

出るよう説明する。 
 
４ 遺失物の返還及び拾得者への通知 
 (1) 遺失物届出書の提出を受け、遺失者に遺失物を返還する場合、運転免許

証等で遺失者本人であることを確認するとともに、遺失物受領書（様式第

７号）を作成し、署名を受ける。 
 (2) 遺失者の代理人に遺失物を返還する場合、委任状（様式第８号）を受理

した後に、運転免許証等で遺失者の代理人であることを確認するとともに、
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遺失物受領書（様式第７号）を作成し、署名を受ける。 
 (3) 拾得者が報労金の請求権利を取得した場合、実行委員会事務局が拾得物

返還通知書（様式第９号）を作成し、拾得者に通知する。 
 
５ 拾得物の引き継ぎ及び警察署への提出等 
 (1) 会場総務係は、競技会終了までに遺失者が判明しない場合は、拾得物を

実行委員会事務局に引き継ぐ。ただし、拾得物を拾得の日から起算して７

日以内に所轄警察署に引き継ぐ必要があることから、会場総務係及び実行

委員会事務局は、この時期を失しないように留意しなければならない。 
 (2) 実行委員会事務局は、会場総務係から引き継いだ拾得物を、拾得の日か

ら起算して７日以内に拾得物受理書の写し、拾得物届出書（様式第 10 号）

を添えて所轄警察署に引き継ぐものとする。 
 (3) 実行委員会事務局は、拾得物を所轄警察署に引き継いだ後に、遺失の申

し出があった場合は、申出者に所轄警察署に引き継いだ旨を伝えるととも

に、遺失の申し出があった旨を所轄警察署に伝える。 
 
６ その他 
 (1) この要項に定めるもののほか、遺失物及び拾得物の取り扱いに関して必

要な事項は、実行委員会が別に定める。 
 (2) いなべ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 
 



（様式第１号）              競技名（種別）              

                     受 理 会 場              

 

              拾 得 物 受 理 書     受理番号 第   号 

 

受理日時  令和  年  月  日（ ） 午前・午後  時  分 

拾得日時  令和  年  月  日（ ） 午前・午後  時  分頃 

拾得場所  

拾得者 

住所  

氏名  

電話 自宅   （   ）     携帯    （   ） 

物
件 

現
金 

総額 金額内訳 

円 

金種 数 金種 数 金種 数 金種 数 

10,000 円  1,000 円  50 円  1 円  

5,000 円  500 円  10 円  
 

2,000 円  100 円  5 円  

物
品 

品名 形状・特徴・在中品の内訳等 点数 

  点 

拾得者の権利  □ 有権  □ 棄権  □ 失権 

拾得者の同意 

遺失者に対して住所及び氏名を告知することの同意 

 □ 同意   □ 不同意 

※電話番号告知の可否  □ 可  □ 否 

拾得物預り書交付日時 令和  年  月  日（ ）午前・午後  時  分 

拾得物返還通知書送付の希望  □ 有   □ 無 

権利放棄

の申告 

権 利 放 棄 書 

上記の物件に対する  □ 一切の権利を放棄します。 

           □ 報労金の請求権を放棄します。 

           □ 所有権を放棄します。 

令和  年  月  日 

 三重とこわか国体いなべ市実行委員会 

 会 長   日 沖  靖 様 

拾得者氏名                  

備考  

※拾得者欄及び権利放棄欄（太枠内）は、拾得者

本人が記入してください。 
取扱担当者  



（様式第２号）              競技名（種別）              

                     受 理 会 場              

 

             拾 得 物 預 か り 書    受理番号 第   号 

受理日時  令和  年  月  日（ ） 午前・午後  時  分 

拾得日時  令和  年  月  日（ ） 午前・午後  時  分頃 

拾得場所  

拾得者 

住所  

氏名  

電話 自宅   （   ）     携帯    （   ） 

物
件 

現
金 

総額 金額内訳 

円 

金種 数 金種 数 金種 数 金種 数 

10,000 円  1,000 円  50 円  1 円  

5,000 円  500 円  10 円  
 

2,000 円  100 円  5 円  

物
品 

品名 形状・特徴・在中品の内訳等 点数 

  点 

権利放棄の申告等 □一切の権利放棄 □報労金請求権の放棄 □所有権の放棄 

上記の物件を預かりました。 

   令和  年  月  日     いなべ市北勢町阿下喜３１番地 

                   三重とこわか国体いなべ市実行委員会 

                   会 長   日 沖  靖  

取扱者氏名               

注１ この預かり書は、あなたが標記物件の所有権を取得し、その物件を受け取る場合に必要ですから、紛

失しないように大切に保管してください。 

 ２ 落とし主が判明したとき、（あなたが落とし主に対して氏名等連絡先を告知することに同意していただ

いたときに限り）拾得者であるあなたは、拾得物の評価額の５～２０％の２分の 1の範囲内で報労金（相

当物品）を請求することができます。ただし、拾得のときから２４時間以内に物件を届出なかった場合

及び権利放棄された方は、該当しませんのでご注意願います。 

  ※報労金の請求期限は落とし主に返還した日から１カ月となっていますので、落とし主から連絡がなけ

れば、落とし主に連絡してください。 

３ 落とし主が判明しないときは、本日から７日以内に所轄の警察署へ提出します。 

   なお、警察署への提出後、さらに３か月を経過しても落とし主が判明しないときは、あなたがこの物

件の所有権を取得できますので、所轄の警察署落し物係へ事前に電話でお問い合わせください。ただし、

拾得のときから２４時間以内に物件を届出なかった場合や、個人情報関連物件等、権利放棄された方は

該当しませんので、ご注意願います。 

※物件を受け取ることができる期間は、３か月を経過した日から２か月です。この期間を過ぎると所有

権がなくなりますので、ご注意ください。 【いなべ警察署】 0594-84-0110 

【三重とこわか国体いなべ市実行委員会】0594-86-7847 



（様式第３号）                                                        

                                       競技名（種別）                 

                                       受 理 会 場                 

拾 得 物 一 覧 簿 

受理 

番号 

受理月日 

（記載年月日） 
拾得日時 

拾得物件（種類及び数量） 
拾得場所 

受理処理者 
備考 

現金 物品 返還処理者 

 年 月 日 
月  日 

時  分 
   

 1 返還済み 

（日付  月  日） 

2 実行委員会引継 
 

 年 月 日 
月  日 

時  分 
   

 1 返還済み 

（日付  月  日） 

2 実行委員会引継  

 年 月 日 
月  日 

時  分 
   

 1 返還済み 

（日付  月  日） 

2 実行委員会引継  

 年 月 日 
月  日 

時  分 
   

 1 返還済み 

（日付  月  日） 

2 実行委員会引継  

 年 月 日 
月  日 

時  分 
   

 1 返還済み 

（日付  月  日） 

2 実行委員会引継  

 年 月 日 
月  日 

時  分 
   

 1 返還済み 

（日付  月  日） 

2 実行委員会引継  

No. 



（様式第４号）              競技名（種別）              

                     受 理 会 場              

 

               遺 失 物 届 出 書    受理番号 第   号 

届出日時  令和  年  月  日（ ） 午前・午後  時  分 

遺失日時  令和  年  月  日（ ） 午前・午後  時  分頃 

遺失場所  

遺失者 

住所  

氏名  

電話 自宅   （   ）     携帯    （   ） 

物
件 

現
金 

総額 
金額内訳 

金種 数 金種 数 金種 数 金種 数 

円 

10,000 円  1,000 円  50 円  1 円  

5,000 円  500 円  10 円  
 

2,000 円  100 円  5 円  

物
品 

品名 形状・特徴・在中品の内訳等 点数 

   

遺失者

の同意 

拾得者に対して氏名及び住所を告知することの同意 ☐ 同意  ☐ 不同意 

※電話番号告知の可否  ☐ 可  ☐ 否 

備考 取扱担当者  

上記の旨について、誤りがないことに同意します。 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会 

 会 長  日 沖  靖 様 

令和  年  月  日 

署名             

※太枠内は、遺失者本人が記入してください。 

※拾得物一覧簿と照合し、該当する物件がなかった場合には、当該遺失者に対して、所轄

警察署へ届け出るよう説明してください。 

 

拾得物一覧簿に該当する物件があった場合 

拾得物受理番号 第      号 

連 絡 結 果（対応後チェック及び年月日の記入） 

 □遺失者に連絡         令和  年  月  日 

 □遺失者に返還         令和  年  月  日 

 □郵送返還希望       令和  年  月  日（郵送の場合は着払いに限る） 

 □拾得者へ電話連絡     令和  年  月  日（権利放棄の場合は除く） 

 □拾得者へ返還通知書送付  令和  年  月  日（希望なしの場合は除く） 

取扱担当者             

※郵送による返還及び拾得者への対応は、実行委員会事務局が行う。 

備考 



 

（様式第５号）              競技名（種別）              

                     受 理 会 場              

 

               遺 失 物 届 出 書（控え）受理番号 第   号 

届出日時  令和  年  月  日（ ） 午前・午後  時  分 

遺失日時  令和  年  月  日（ ） 午前・午後  時  分頃 

遺失場所  

遺失者 

住所  

氏名  

電話 自宅   （   ）     携帯    （   ） 

物
件 

現
金 

総額 
金額内訳 

金種 数 金種 数 金種 数 金種 数 

円 

10,000 円  1,000 円  50 円  1 円  

5,000 円  500 円  10 円  
 

2,000 円  100 円  5 円  

物
品 

品名 形状・特徴・在中品の内訳等 点数 

   

備考 
取扱担当者  

上記の旨について、誤りがないことに同意します。 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会 

 会 長   日 沖  靖 様 

令和  年  月  日 

署名            

 

注１ 当該遺失物届出書は、本会場内で照合するためのものであり、警察署への届出はご

本人でお願いします。 

 

 ２ 遺失物法第 11 条第２項に準じ、拾得者の方が遺失者の方に対し、住所・氏名・電

話番号を告知することに同意している場合、同条第３項に準じ、あなたの住所・氏

名・電話番号を拾得者の方に告知します。 

 



（様式第６号）                                           

                                        競技名（種別）                

                                        受 理 会 場                

遺 失 物 一 覧 簿 

受理 

番号 
受理月日 遺失日時 

遺失物件（種類及び数量） 
遺失場所 

受理処理者 
備考 

現金 物品 返還処理者 

 年 月 日 
月  日 

時  分 
   

 
 

 

 年 月 日 
月  日 

時  分 
   

 
 

 

 年 月 日 
月  日 

時  分 
   

 
 

 

 年 月 日 
月  日 

時  分 
   

 
 

 

 年 月 日 
月  日 

時  分 
   

 
 

 

 年 月 日 
月  日 

時  分 
   

 
 

 

No. 



（様式第７号）              競技名（種別）              

                     受 理 会 場              

 

遺 失 物 受 領 書 

 

拾得物受理番号 第    号 遺失物届出書受理番号 第    号 

拾得日時  令和  年  月  日（ ） 午前・午後  時  分頃 

拾得場所  

拾得者 
住所  

氏名  

拾得物件 

現金 

 金                 円 

内訳 10,000 円   枚    100 円   枚 

     5,000 円   枚     50 円   枚 

        2,000 円   枚     10 円   枚 

        1,000 円   枚          5 円   枚 

      500 円   枚          1 円   枚 

物品  

上記の物件を受領しました。 

令和  年  月  日 

 

 三重とこわか国体いなべ市実行委員会 

 会 長   日 沖  靖 様 

 

                住 所                     

                氏 名                     

                電 話                     

本人確認方法 
□ 運転免許証 

□ その他（                    ） 

※太枠内は、受領者本人が記入 返還担当者  



（様式第８号） 

 

委 任 状 

 

 

遺失物の受け取りを下記の者に委任しました。 

 

受任者住所                     

 

氏名               委任者との関係         

 

令和  年  月  日 

 

委任者（遺失者）住所                       

 

氏名              （自署） 



（様式第９号） 

拾 得 物 返 還 通 知 書 

 

令和  年  月  日  

 

 

                様 

 

 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会  

                      会 長   日 沖  靖  

 

 

 令和年  月  日に、あなたから拾得の届け出がありました物件（        ） 

は、令和  年  月  日に下記の方に返還いたしました。 

 あなたには、遺失物法の定めるところにより、下記の方に物件の評価額の５～２０％の

２分の１の範囲内で報労金（相当物品）の支払いを請求できます。 

 下記の方から連絡がありましたら、お互いに話し合ってください。 

 なお、下記の方には、報労金（相当物品）の支払義務があることを伝えてあります。 

 

 

記 

 

 返還を受けた方 

 

    住 所                             

 

    氏 名                             

 

    電 話      （     ）                

 



様式第１０号 令和　　　　年　　　　月　　　　日

住　　　所 いなべ市北勢町阿下喜３１番地

事務所名 三重とこわか国体いなべ市実行委員会

代表者名 会　長　　　日　沖　　靖 ㊞　　　

担当者名 事務局

電話番号 ０５９４－８６－７８４７

下記の物件を拾得しましたので届け出ます。 競技名（種別）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

受　理　会　場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

番号 物件（種類・数量・形状・色・模様・品質・特徴） 拾得日時 拾得場所
管守者への
届出日時

拾得者住所、
氏名及び電話番号

権利放棄
の有無

１
□　有
□　無

２
□　有
□　無

３
□　有
□　無

４
□　有
□　無

５
□　有
□　無

６
□　有
□　無

７
□　有
□　無

８
□　有
□　無

９
□　有
□　無

１０
□　有
□　無

　三重県　いなべ警察署長　様

　拾　得　物　届　出　書



競 技 名 （ 種 別 ）

受 理 会 場 名

受 理 番 号

受 理 年 月 日

拾 得 年 月 日

拾 得 場 所

拾 得 者

拾 得 物 件

取 扱 者

令和　　　年　　　月　　　日

拾 得 物 個 票

第　　　　　号

令和　　　年　　　月　　　日

備　考



三重とこわか国体いなべ市保険加入要項 
 
１ 目的 
  この要項は、三重とこわか国体（以下「国体」という。）及び競技別リハー

サル大会（以下「リハーサル大会」という。）において、本市で開催される競

技会の円滑な運営を図るため、開催準備業務及び開催期間中（以下「開催期間

中」という。）に大会関係者や第三者に発生した事故等に対する補償について

必要な事項を定めるものとする。 
 
２ 契約 
  保険は、三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

が損害保険会社（以下「保険会社」という。）と保険契約を締結する。 
 
３ 保険内容 
  実行委員会は、必要に応じて損害賠償責任保険及び損害保険に加入するも

のとし、保険の対象になる事故は、次の各号に掲げるものとする。 
 (1) 損害賠償責任保険 
    開催期間中等に第三者に対して損害を与え、かつ被害者から損害賠償を

求められ、法律上の損害賠償責任を負う事故をいい、損害の種類により次

に掲げるものに分類する。 
  ア 施設賠償事故 
    競技会場、練習会場、駐車場、案内所等及び会場内外に設置する看板や

仮設物等、実行委員会が所有又は管理運営するものの不備又は運営上の

過失から生じた事故により、第三者の生命、身体、所有物に損害を与え、

損害賠償責任を負う事故をいう。 

区 分 
補償内容 

１人 １事故 保険期間中 
対人 １億円 １億円 ３億円 
対物 ― １億円 ３億円 

 
  イ 医師等賠償事故 
    実行委員会が管理運営する救護所等での医師又は看護師等の医療行為、

及び看護業務等により第三者の生命、身体に損害を与え、損害賠償責任を

負う事故をいう。 

区 分 
補償内容 

１人 １事故 保険期間中 
対人 １億円 １億円 ３億円 

 

令和２年２月４日 第２回 総務企画専門委員会 決定 

報告事項４－１(8) 



  ウ 生産物賠償事故 
    実行委員会が競技会場等で提供した飲食物により第三者に損害を与え、

損害賠償責任を負う事故をいう。 

区 分 
補償内容 

１人 １事故 保険期間中 
対人 １億円 １億円 ３億円 

 
  エ 受託物賠償事故 
    開催期間中等に実行委員会が借り受け、又は預かった第三者の財物を

損壊させたことにより、損害賠償責任を負う事故をいう。 

区分 
補償内容 

１事故 保険期間中 
対物 時価 時価総額 

 
 (2) 傷害保険 
    大会役員、競技会役員、競技役員、競技補助員、競技会係員（市職員は 

除く）、競技会補助員、医師及び看護師の大会従事者が、国体の開催期間中

等の業務又は当該業務に従事するために、自宅若しくは宿泊所を出てから

帰宅するまでの往復途上において発生した偶然の事故により、生命又は身

体に生じた事故をいう。 

区分 
補償内容 

死亡・後遺障害 入院（日額） 通院（日額） 
大会役員 

２，５００万円 ５，０００円 ３，０００円 

競技会役員 
競技役員 
競技補助員 
競技会係員 

（市職員は除く） 
競技会補助員 

医師 １億円 ３０，０００円 １０，０００円 
看護師 ３，０００万円 １０，０００円 ５，０００円 

 
４ 適用除外 
  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事故については保険の対象と

しない。 
 (1) 損害賠償責任事故 
  ア 故意による事故 
  イ 地震、台風等の天災による事故 



  ウ その他保険約款上に定めのあるもの 
 (2) 傷害事故 
  ア 保険対象者の故意による事故 
  イ 地震、台風等の天災による事故 
  ウ 保険対象者の疾病、心神喪失による事故 
  エ 保険対象者の自殺、犯罪行為による事故 
  オ その他保険約款上に定めのあるもの 
 
５ 事故報告 
 (1) 開催期間中等に事故が発生したときは、速やかに実行委員会に事故報告

書（様式第１号）を提出するものとする。 
 (2) 実行委員会は、前項の報告を受理した場合は、速やかにその旨を保険会

社に連絡し、所定の手続きを行う。 
 
６ その他 
 (1) この要項に定めのない事項は、本契約に係る賠償責任保険普通保険約款、 
   傷害保険普通保険約款、特別約款及び特別条項の定めるところによる。 
 (2) いなべ市で開催するリハーサル大会における保険加入についても、この

要項に準じて実施する。 
 (3) この要項に定めるもののほか、保険加入に関して必要な事項は、実行委

員会が別に定める。 
  



事故報告書 
令和  年  月  日 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会 
会 長   日 沖  靖 様 

競技             
所属             
報告者            

 
事故発生日時 令和  年  月  日  （ ）  時  分頃 
事故発生場所  
事故発生状況 
（できるだけ詳しく） 

 

 
【物損事故の場合】 
被 
害 
物 

被害物名  
被害状況  

被害物の写真 有・無  撮影者氏名 
所 
有 
者 

氏名  
住所  
電話  

 
【傷害事故の場合】 
処置記録兼診療依頼書発行番号  

負 
傷 
者 

参加区分 選手・監督・役員・競技補助員・競技会補助員 
医師・看護師・一般観覧者 

住所  

氏名  生年 
月日 

 性 
別 

 

電話  親権者氏名  
医

療

機

関 

名称  
電話  

担当医師  

傷 
害 
内 
容 

傷病名  

症状・程度 
 

 

（様式第１号） 



三重とこわか国体いなべ市医療救護対策要項 
 
１ 目的 

  この要項は、三重とこわか国体いなべ市医事衛生基本計画に基づき、三重

とこわか国体における医療救護対策に万全を期するため、必要な事項を定め

る。 

 

２ 実施方法 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会と相互に連絡調整を図り、医

療機関及び団体等の協力を得て医療救護対策を実施する。 

 

３ 実施業務 

 (1) 競技会場における医療救護 

ア 競技会場には救護所を設置し、救護係を配置する。救護係は必要に応 

じて、医師、看護師、保健師及び係員等により編成する。 

イ 救護所では傷病者に応急処置を行い、必要に応じて医療機関に移送する。 

ウ 救護所には、医薬品、医療器具（ＡＥＤを含む）、その他必要な物品を 

配備する。医薬品はドーピング禁止薬を配備しないよう十分配慮する。 

 (2) 練習会場における医療救護 

    練習会場には、医薬品を備え必要に応じて係員を配置する。 

 (3) 宿舎における医療救護 

    三重とこわか国体に参加する選手・監督及び役員等が宿舎で発病又は負

傷した場合は、宿舎の管理者は速やかに医療機関と連絡を取り、その指示

を受けるとともに実行委員会へ連絡する。 

 

４ 救急自動車の配備 

  救急自動車の配備については、別途関係機関と協議を行い決定する。 

 

５ 医療費の負担 

  救護所及び救急自動車等を利用した経費を除き、医療費は受診者の負担と

する。 

 

６ その他 

 (1) この要項に定めるもののほか、医療救護の実施に関して必要な事項は、

実行委員会が別に定める。 

 (2) いなベ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 

令和２年２月５日 第２回 宿泊衛生専門委員会 決定 
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三重とこわか国体いなべ市防疫対策要項 
 
１ 目的 
  この要項は、三重とこわか国体いなべ市医事衛生基本計画に基づき、三重 
とこわか国体における感染症対策について万全を期するため、必要な事項を 
定める。 

 
２ 実施方法 
  三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会と相互に連絡調整を図り、

関係機関及び団体等の協力を得て感染症対策を実施する。 
 
３ 感染症対策 
 (1) 衛生に対する意識の向上 
    感染症の発生予防のため、市民及び参加者等の衛生に対する注意喚起を

図り、手洗いをはじめとする感染対策等、予防に向けた取り組みを奨励す

る。 
 (2) 感染症に関する情報の収集及び提供 
    参加者等に感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む。）が

発生した場合は、関係機関が迅速に対応できるよう必要な連絡体制を整備

するとともに、いなべ市での流行状況を常に監視し、ホームページ等を活

用して参加者等への情報提供及び注意喚起を行う。 
 (3) 感染症患者に対する措置 
    参加者等に感染症患者が発生した場合は、法律等に基づき必要な措置を

講じる。 
 
４ その他 
 (1) この要項に定めるもののほか、防疫対策の実施に関して必要な事項は、

実行委員会が別に定める。 
 (2) いなベ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 
 

令和２年２月５日 第２回 宿泊衛生専門委員会 決定 
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三重とこわか国体いなべ市環境衛生対策要項 
 
１ 目的 
  この要項は、三重とこわか国体いなべ市医事衛生基本計画に基づき、三重 
 とこわか国体における環境衛生対策に万全を期するため、必要な事項を定め 
 る。 
 
２ 実施方法 
  三重とこわか国体いなべ市実行委員会は、三重とこわか国体・三重とこわ 
 か大会実行委員会と相互に連絡調整を図り、関係機関及び団体等の協力を得 
 て環境衛生対策を実施する。 
 
３ 環境衛生対策 
 (1) 環境衛生に対する意識の向上 
    関係機関及び団体等と連携し、市民及び参加者等の環境衛生に対する意 
   識の向上を図り、環境美化の推進に努める。 
 (2) 会場の環境美化 
    関係機関及び団体等と連携し、競技会場及び練習会場等の衛生管理体制 
   を確立し、会場を清潔に保持するよう努める。 
 (3) 生活環境の美化 
    関係機関及び団体等と連携し、会場、宿舎等の周辺における道路、河川、 
   公園等公共の場所の清掃を積極的に行うとともに、ごみの不法投棄、空き 
   缶等のポイ捨ての防止に向けた啓発に努める。 
 (4) 宿舎の衛生対策 
    関係機関及び団体等と連携し、宿舎の管理者に対し、宿泊者が快適な条

もと過ごせるような宿舎及びその周辺の環境衛生の保持に努めるよう指

導する。 
 (5) 廃棄物の処理 
    会場等における廃棄物の発生抑制、分別収集を徹底し、可能な限りリユ

ース及びリサイクルに努め、リサイクルができない廃棄物については、適

正な処理を行う。 
 (6) ネズミ及び衛生害虫等の対策 
    民間団体及び地域住民等の協力を得て、ネズミ及び衛生害虫等の発生防

止対策の啓発、予防及び駆除の指導に努め、環境の浄化を図る。 
 (7) 飲料水の衛生管理 
    水道事業者及びその他関係機関と連携し、必要に応じて水質検査等を行 

うとともに、施設等の維持管理に関する指導の強化を図るなど、飲料水の 
衛生管理に努める。 

令和２年２月５日 第２回 宿泊衛生専門委員会 決定 
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 (8) 動物の危害防止 
    関係機関及び団体等と連携し、会場及び宿舎等の周辺における動物によ

る危害の防止を図る。 
 
４ その他 
 (1) この要項に定めるもののほか、環境衛生対策の実施に関して必要な事項

は、実行委員会が別に定める。 

 (2) いなベ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 



三重とこわか国体いなべ市食品衛生対策要項 
 
１ 目的 
  この要項は、三重とこわか国体いなべ市医事衛生基本計画に基づき、三重 
 とこわか国体における食品衛生対策に万全を期するため、必要な事項を定め 
 る。 
 
２ 実施方法 
  三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）は、

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会と相互に連絡調整を図り、

関係機関及び団体等の協力を得て食品衛生対策を実施する。 
 
３ 食品衛生対策 
 (1) 食品衛生に対する意識の向上 
    食品関係事業者並びに市民及び大会参加者等に食品衛生に関する意識の 
   向上を図り、食品の衛生的取り扱いの向上に努める。 
 
 (2) 監視及び指導 
    三重県、関係機関及び団体等と連携し、宿泊施設、弁当調製施設、土産 
   食品の製造販売施設及び大会会場等の食品販売店に対して、重点的に監視 
   及び指導を行う。 

 
 (3) 健康管理 
    三重県、関係機関及び団体等と連携し、食品関係事業者に対し、食中毒

の発生予防を重点とした従事者の健康管理の徹底、及び病原体保有者の発

見に向けた検査の実施を励行するよう指導する。 
 
 (4) 食中毒発生時の対応 
    大会参加者等に食中毒が発生した場合は、食品衛生法等に基づき必要な

措置を講じるとともに、関係機関が迅速に対応できるよう必要な連絡体制

を整備する。 
 
４ その他 
 (1) この要項に定めるもののほか、食品衛生対策の実施に関して必要な事項 
   は、実行委員会が別に定める。 
 (2) いなベ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 
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三重とこわか国体いなべ市弁当調達要項 
 

１ 目的 

  この要項は、三重とこわか国体いなべ市宿泊基本計画に基づき、三重とこ 

 わか国体（以下「国体」という。）に参加する選手・監督、役員、視察員、

報道員及びその他関係者等（以下「大会参加者」という。）に提供する弁当

の調達について必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法  

  三重とこわか国体いなべ市実行委員会(以下「実行委員会」という。)は、

関係機関及び団体等の協力を得て、大会参加者の弁当調達業務を実施する。 

 

３ 弁当調製施設の選定 

 (1) 実行委員会は、関係機関及び団体等の協力を得て、別紙「弁当調製施 

   設選定基準」を満たす弁当調製施設を選定する。 

 (2) 実行委員会は、上記(1)により弁当調製施設を選定したときは、弁当調

製施設指定書（様式第１号）を交付する。 

 

４ 選定した弁当調製施設の報告 

 (1) 実行委員会は、選定した弁当調製施設を三重とこわか国体・三重とこ

わか大会弁当調製施設名簿（第１号様式）により、三重とこわか国体・

三重とこわか大会実行委員会（以下「県実行委員会」という。）に報告

する。 

 (2) 実行委員会は、上記(1)の報告後においても必要と認められる場合は、

追加して弁当調製施設を選定することができる。その場合、実行委員会

は弁当調製施設名簿により速やかに県実行委員会に報告する。 

 

５ 選定の取り消し 

 (1) 実行委員会は、上記３(1)により選定した弁当調製施設が次の各号のい 

ずれかに該当するときは、弁当調製施設の選定を取り消すことができる。 

  ア 食品衛生法関係法令に基づく施設の改善命令又は指導に速やかに従わ

ないとき。 

  イ 食品衛生法関係法令に基づく施設の許可の取り消し、営業の全部又は

一部の禁止、若しくは期間を定めての営業の停止処分を受けたとき。 

  ウ 弁当の調製を第三者に委託したとき。 

  エ その他実行委員会が不適当と認めたとき。 

 (2) 実行委員会が弁当調製施設の選定を取り消したときは、速やかに県実

行委員会に報告する。 
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６ 弁当を提供する大会参加者及び弁当料金 

 (1) 斡旋弁当（大会参加者から弁当料金を徴収して提供する弁当をいう。） 

   及び支給弁当（実行委員会が弁当料金を負担して提供する弁当をいう。） 

   を提供する大会参加者は、次のとおりとする。 

  ア 斡旋弁当の対象者は、選手・監督、視察員及び報道員等とする。 

  イ 支給弁当の対象者は、競技役員、競技補助員及び競技会補助員等とす

る。 

 (2) 斡旋弁当及び支給弁当の料金は、（公財）日本スポーツ協会国体委員会

において承認された金額（税抜1,000円以内）とする。 

 

７ 弁当の調達 

 (1) 実行委員会は、あらかじめ弁当の必要数を把握し、弁当調達計画を策定

する。 

 (2) 実行委員会は、弁当の調達にあたり、別紙の対応能力の事項を遵守させ

るものとする。 
 

８ 弁当の保管及び引換 

  実行委員会は、弁当引換所を競技会場に設置し、衛生上の安全確保に配慮し

た適正な運営を行う。 

 

９ その他 

 (1) この要項に定めるもののほか、弁当調達業務に関して必要な事項は、実

行委員会が別に定める。 

 (2) いなベ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 

 

  



 

別紙 

弁当調製施設選定基準 

 

 当該基準を満たす弁当調製施設の中から、三重とこわか国体における弁当調

製意思及び当該調製施設の現況等を勘案の上、実行委員会事務局が選定する。 
 

１ 施設の立地条件 

  いなべ市内に所在し、食品衛生法に基づく営業許可を受けている弁当調製

施設であること。ただし、いなベ市内の弁当調製施設だけで必要な食数が確保

できない場合は、この限りではない。 

 

２ 衛生管理体制 

 (1) 平成 30 年９月１日以降に、食中毒発生等により食品衛生法に基づく営

業停止等の処分を受けていないこと。 

 (2) 「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月 24 日付衛食第 85

号）等ＨＡＣＣＰの概念に基づく衛生管理に取り組むとともに、施設の管

理及び整備が食品衛生法及び施設所在地の食品衛生関係条例等に基づき

適正にになされている施設であること。 

 (3) 検食は、原材料及び調理済み食品毎に 50ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニー

ル等）に密封して、‐20℃以下で２週間以上保存できること。 

 (4) 調理従事者（食品の盛り付け等、食品に接触する可能性のある者であっ

て、臨時職員を含む。）の全員に対し、令和３年６月以降に、検便検査（赤

痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌を含むもの）の実施が可能であ

ること。 

    なお、検便検査項目にはノロウイルス（抗原検査）も含めることが望ま

しい。 

 (5) 食品衛生法に基づく食品衛生監視票（令和元年度若しくは令和２年度に

発行のもの）における評価が、80 点以上であること。 

 (6) 死亡後遺障害補償額が、１事故１億円以上の食品賠償保険等に加入して

いること、若しくは国体開催期間中加入できること。 

 

３ 弁当調製能力 

 (1) 国体においては、調整能力が 1回あたり最大 50 食以上であること。 

 (2) 第三者に委託することなく、弁当の調製が可能であること。 

 

４ 対応能力 

 (1) 提供可能であると申し出のあった施設の弁当調製能力が、調製施設の大

きさ、従事者数等に見合ったものであること。 



 

 (2) 実行委員会から指示があった場合、指示に沿った食材及び献立内容での

提供が可能であること。 

 (3) 実行委員会が指示する弁当料金による調製が可能であること。 

 (4) 実行委員会から指示があった場合、指示に沿った容器又包装紙等の使用

が可能であること。 

 (5) 弁当容器に以下の項目をラベルシール等で表示ができること。 

  ア 弁当の名称 

イ 原材料名（アレルゲン、原料米の産地等の表示を含む。） 

ウ 添加物（アレルゲンを含む。） 

エ 消費期限（時刻まで表示） 

オ 保存方法 

カ 製造所所在地・製造者名 

キ その他食品表示関係法令により規定される表示 

ク 提供後速やかに消費する旨の注意喚起表示 

ケ 持ち帰りを禁止する表示 

コ その他実行委員会が指示する表示 

 (6) 弁当の付属品として、お茶、割り箸、つま楊枝、お手拭き、持ち運び用

のビニール袋を提供すること。あわせて、それらについて、実行委員会から

指示があった場合、指示に沿った内容での提供が可能であること。 
 (7) 注文数の変更は、前日の午後６時まで可能であること。 
 (8) 各競技会等の運営にあわせた受注、搬入、回収ができること。 

ア 実行委員会が指定した時間及び場所に、適切な温度管理（10℃以下）の

できる冷蔵車等を利用して、衛生的な運搬ができること。 
イ 弁当は、通気性が良く、かつ搬送が容易で清潔な段ボール箱等に梱包し

ての納入ができること。 

  ウ 回収にあたっては、実行委員会から指示があった場合、指定する時間及

び方法による回収ができること。 

 (9) 荒天等によって、開催が中止となった場合、弁当の調製及び納入につい

ては、実行委員会の指示に基づく対応ができること。 

 



 

弁当調製施設指定書 

 

令和  年  月  日  

 

 

              様 

 

 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会  

会 長   日 沖  靖  

 

 

 三重とこわか国体いなべ市開催競技における弁当調製施設として、下記のと

おり指定します。 

 

 

 

記 

 

 

施  設  名 
 

所  在  地 
 

代 表 者 名 
 

 

（様式第1号） 



 
 

三重とこわか国体いなべ市輸送交通業務実施要項 

 

１ 目 的  

  この要項は、三重とこわか国体いなべ市輸送交通基本計画に基づき、三重

とこわか国体（以下「国体」という。）における輸送交通業務の実施に万全

を期するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法  

  三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。)は、

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会と相互に連絡調整を図ると

ともに、関係機関及び団体等の協力を得て、輸送交通業務を実施する。 

 

３ 輸送交通業務の一般的事項 

(1) 輸送対象者 

  ア 選手・監督 

イ 競技役員、競技補助員 

ウ 競技会役員、競技会係員、競技会補助員 

エ 報道関係者、視察員 

オ 一般観覧者 

カ その他、実行委員会が必要と認めた者 

 (2) 輸送交通業務の実施期間 

    輸送交通業務の実施期間は、原則として公式練習日を含む各競技の会期

中とする。ただし、競技の特別な事情から必要と認められる場合は別に期

間を定める。 

 (3) 輸送業務の範囲 

  ア 輸送業務の範囲は、競技会場、練習会場、集合地、宿舎及びその他国

体関連諸行事の会場等の相互間とする。 

  イ 実行委員会が車両を借り上げて行う輸送(以下「計画輸送」という。)

は、原則として近距離（概ね２キロメートル未満）は行わない。ただ

し、地域の交通事情等を勘案し、必要と認められる場合はこの限りでは

ない。 

 

４ 輸送交通業務の内容 

(1) 輸送業務の内容 

  ア 輸送計画の策定 

    各競技会にかかる輸送については、関係機関及び団体等の協力を得て、

輸送対象者、発着場所、発着時刻等を内容とする輸送計画を策定する。 

  イ 集合地の設定 

    輸送の効率化を図るため、必要に応じて関係機関及び団体等の協議の

上、集合地を設定する。 

  ウ 輸送経路の設定 

    輸送経路は、参加人員や時間帯等を考慮し、関係機関及び団体等と協

議の上、輸送経路を設定する。 
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  エ 誘導案内 

    宿舎及び競技会場への円滑な誘導案内のため、必要に応じて主要な駅

等に案内看板を設置する。 

  オ 広域配宿における輸送 

    広域配宿によって、いなべ市以外に所在する旅館等を選手・監督及び

役員等が宿舎として利用する場合の輸送を実施する。 

  カ 同一競技が２市町以上で行われる場合の輸送 

    同一競技が２市町以上で行われる場合の輸送は、関係会場地実行委員

会と協議の上、必要に応じて実施する。 

  キ 一般観覧者の輸送 

    一般観覧者の輸送が必要と思われる場合は、関係機関及び団体等の協

力を得て、適切な措置を講じる。 

  ク 乗降場の設置及び係員の配置 

    輸送対象者の利便性と安全のため、競技会場等内のバスの発着場所に

乗降場を設置し、必要に応じて係員を配置する。 

 (2) 輸送力の確保 

  ア 車両の確保 

    計画輸送のため、関係機関及び団体等の協力を得て、バスの必要台数

を確保する。 

  イ 臨時バスの運行等 

    臨時バスの運行が必要と認められる場合には、関係機関及び団体等に

対し、協力の要請を行うとともに、必要な措置を講じる。 

  ウ 予備車の確保 

    国体期間中は、予備車を準備して緊急時に備える。 

 

 (3) 交通業務の内容 

  ア 交通規制 

    各競技会の円滑な運営に万全を期するため、所轄警察署等の協力を得

て、必要に応じて競技会場周辺等における交通規制を実施する。 

  イ 交通案内 

    国体参加者及び一般観覧者が確実に目的地へ到着できるよう、関係機

関及び団体等と協議の上、必要に応じて競技会場周辺の主要箇所等に仮

設の案内看板等を設置する。 

  ウ 交通整理 

    競技会場周辺等における通行の安全及び混雑の防止のため、必要に応

じて係員等を配置し、交通の整理誘導を実施する。 

  エ 駐車場の確保 

    駐車場については、国体参加者及び一般観覧者等の車両台数を勘案し、

競技会場等の周辺に必要な駐車場を確保する。 

  オ 駐車場の管理運営 

    駐車場に係員等を配置し、車両の適切な誘導を行い、場内での事故防

止に努める。 

  カ 駐車許可証の交付 



 
 

    特に利用者を限定する必要がある特定の駐車場を利用する人に対して、

事前に駐車許可証を交付し、許可車両であることを明示することにより、

適切な車両誘導及び駐車場の円滑な管理運営を図る。 

 

５ その他 

 (1) この要項に定めるもののほか、輸送交通業務に関して必要な事項は、実

行委員会が別に定める。 

 (2) いなベ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 



 
 

三重とこわか国体いなべ市消防防災及び警備業務実施要項 

 

１ 目的 

  この要項は、三重とこわか国体いなべ市消防防災及び警備基本計画に基づ

き、三重とこわか国体（以下「国体」という。）における消防防災及び警備

業務の実施に万全を期するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法  

  三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。） 

は、三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会と相互に連絡調整を図

るとともに、関係機関及び団体等の協力を得て、消防防災及び警備業務を実

施する。 

 

３ 消防防災及び警備業務の一般的事項 

 (1) 対象施設 

    競技会場、その他必要とされる場所とする。 

 (2) 実施期間 

  ア 国体開催前 

    国体開催までの必要な期間とする。 

  イ 国体開催期間中 

    いなべ市において開催される各競技会の公式練習日を含む競技会終了

までとする。 

 (3) 実施体制 

  ア 国体開催前 

    関係機関及び団体等との連携を図りながら、平常時の業務体制で行う。 

  イ 国体開催期間中 

    実施本部に、消防防災及び警備業務を統括する消防警備本部を設置す

るとともに必要に応じて、現地消防防災及び警備班を配置する。 

 

４ 消防防災業務 

 (1) 基本的事項 

    消防法等関係法令のほか、いなべ市地域防災計画及び各施設の消防計画

に定められた事項に基づき消防防災に取り組む。 

 (2) 消防防災業務の内容 

  ア 国体開催前 

   (ｱ) 対象施設における消防防災体制の確立 

   (ｲ) 対象施設における消防用設備及び水利等の点検整備 

   (ｳ) 防火防災意識の高揚と啓発活動の推進 

   (ｴ) その他必要な消防防災業務に関すること 

  イ 国体開催期間中 

   (ｱ) 対象施設における火災等の予防、警戒及び鎮圧 

   (ｲ) 対象施設における救急救助 
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   (ｳ) 対象施設における避難経路の確保及び避難誘導 

   (ｴ) 気象情報及び災害情報の収集と伝達 

   (ｵ) その他必要な消防防災業務に関すること 

 (3) 広域配宿に係る対応 

    広域配宿については、宿泊市町及び関係機関及び団体等と調整し対応す

る。 

 (4) 大規模災害等に係る対応 

    大規模災害が発生し、いなべ市災害対策本部が設置された場合は、当該

災害対策本部と連携し対応する。 

 

５ 警備業務 

 (1) 基本的事項 

    対象施設における雑踏事故及びその他事件、事故の防止に取り組む。 

 (2) 警備業務の内容 

  ア 国体開催前 

   (ｱ) 自主警備体制の確立 

   (ｲ) 通信体制の確立 

   (ｳ) 警備員等の人員確保と実地踏査の実施 

   (ｴ) 関係機関及び団体等との連絡協力体制の確立 

   (ｵ) その他必要な警備業務に関すること 

  イ 国体開催期間中 

   (ｱ) 国体関係者及び一般観覧者の案内及び誘導 

   (ｲ) 国体関係車両及び一般車両の案内、誘導及び交通整理 

   (ｳ) 駐車場利用状況の把握 

   (ｴ) 対象施設における雑踏警備の実施 

   (ｵ) 不審者、不審物の発見と適切な対応 

   (ｶ) 円滑な運営を妨害しようとする者への対応 

   (ｷ) 迷子、遺失物等への対応 

   (ｸ) その他必要な警備業務に関すること 

 

６ その他 

 (1) この要項に定めるもののほか、消防防災及び警備業務に関して必要な事

項は、実行委員会が別に定める。 

 (2) いなベ市で開催する競技別リハーサル大会についても、必要に応じてこ

の要項を準用する。 



 



 
 

 

競技式典専門委員会における調査審議事項について 

 

 三重とこわか国体いなべ市実行委員会会則第 13 条第２項の規定に基づき、競技式

典専門委員会において調査及び審議した次の事項については、別紙のとおりとする。 

 

１ 三重とこわか国体いなべ市式典基本計画（案）について         別紙 

 

第１号議案 



 

 

三重とこわか国体いなべ市式典基本計画（案） 
 
１ 目的 
  三重とこわか国体においていなべ市で開催する式典については、県の 
 「式典基本方針」及び「いなべ市開催推進総合計画」に基づき、簡素な 
 中にもぬくもりが感じられるよう創意工夫をこらした運営を図る。 
 

２ 内容 

 (1) 式典の種類 

    いなべ市で開催する式典の種類は、開始式、表彰式及び炬火イベン 

    トとする。 

  ア 開始式 

    開始式は、選手等の負担にならないよう配慮し、競技運営に支障 

   のないよう簡素化に努める。 

  イ 表彰式 

    表彰式は、選手の健闘を心からたたえる式典となるよう競技団体 

   及び団体等と協力して実施する。 

  ウ 炬火イベント 

    炬火イベントは、県の計画に準拠し、いなべ市の実情にあった計 

   画のもとに、広く市民の参加が得られるよう実施する。 

 

 (2) 式典音楽 

    式典音楽については、原則としてＣＤ等のデジタル音源を活用する。 
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総会への提出議案について 

 

総会への提出議案については、次のとおりとする。 

 

１ 令和元年度事業報告について 別紙１ 

 

２ 令和元年度収支決算について 別紙２ 

 

３ 令和２年度事業計画（案）について 別紙３ 

 

４ 令和２年度収支予算（案）について 別紙４ 

 

第２号議案 



 
 

令和元年度事業報告 
 

１ 会議の開催 

 (1) 実行委員会第１回常任委員会（４月 17 日） 

 (2) 実行委員会第２回総会（５月 28 日） 

 (3) 実行委員会第２回総務企画専門委員会（２月４日） 

 (4) 実行委員会第２回競技式典専門委員会（２月４日） 

 (5) 実行委員会第２回宿泊衛生専門委員会（２月５日） 

 (6) 実行委員会第２回輸送交通専門委員会（２月５日） 

 

２ 計画及び各種要項等の策定 

 (1) 競技式典関係 

    「式典基本計画（案）」 

 (2) 総務企画関係 

    「ボランティア募集要項」、「歓迎装飾実施要項」、「服飾整備要項」 

「案内所及び休憩所設置要項」、「売店設置要項」、「売店募集要領」 

「遺失物及び拾得物取扱要項」、「保険加入要項」 

 (3) 宿泊衛生関係 

    「医療救護対策要項」、「防疫対策要項」、「環境衛生対策要項」 

    「食品衛生対策要項」、「弁当調達要項」 

 (4) 輸送交通関係 

   「輸送交通業務実施要項」、「消防防災及び警備業務実施要項」 

 

３ 関係機関及び競技団体との連絡調整 

 (1) 三重県国体担当部局との連絡調整 

 (2) いなべ市開催２競技団体との連絡調整 

 (3) 共催市（四日市市、鈴鹿市、伊賀市）との連絡調整 

 

４ 広報啓発活動 

 (1) イベント会場での広報 

  ア とこわかダンスキャラバン（石榑小学校 ６月４日） 

  イ 第９回いなべ市Ｅボート交流大会（中里ダム ８月 31 日） 

  ウ いなべ市民感謝祭（大安公民館 10 月 19 日） 

  エ いなべ市商工まつり（員弁庁舎 10 月 20 日） 

  オ スポーツゲームズ in いなべ（員弁運動公園体育館 10 月 20 日） 

  カ 三重県高等学校新人大会自転車競技（梅林公園 11 月 10 日） 

  キ 笠間祭（11 月 16 日） 

  ク いなべ市人権フェスティバル（大安公民館 12 月８日）    

  ケ 日本ハンドボールリーグ（員弁運動公園体育館 ２月 16 日） 

別紙１ 



 
 

 (2) 物品の製作、配布等による広報 

  ア ポケットティシュ 

  イ 缶バッジ 

  ウ シール 

  エ ボールペン 

  オ 応援メッセージ用ぬりえ作製及び市ホームページでのぬりえ作品紹介 

  カ クリアファイル 

  キ ネックストラップ 

  ク ミニタオル 

 

 (3) ＰＲ用工作物等による広報 

  ア 国体マスコットキャラクター「とこまる」顔出しパネルを員弁運動公園体 

   育館に設置 

  イ カウントダウンボードをいなべ市役所行政棟玄関に設置 

 

 (4) チラシ等による広報 

  ア いなべ市情報誌「Ｌｉｎｋ」10 月号、１月号、５月号 

  イ 三重県実行委員会作成の広報チラシを市内関係施設で配布  

  ウ 三重とこわか国体会期入りのぼりを市内関係施設に設置 

  エ いなベ市ボランティア募集チラシを市内関係施設で配布 

 

 (5) インターネットによる広報 

  ア 市ホームページに国体特設ページ開設 

  イ いなべ市開催競技ＰＲ動画作成（市公式 YouTube チャンネルで公開） 

 

５ その他 

 (1) 先催地視察 

  ア 鹿児島国体ハンドボール競技リハーサル大会 

    （霧島市 ８月 10 日～12 日） 

  イ 茨城国体炬火イベント（つくば市 ８月 24 日） 

  ウ 茨城国体自転車競技番組編成会議（つくば市 ８月 24 日） 

  エ 鹿児島国体自転車競技リハーサル大会 

    （鹿屋市、錦江町 ９月７日～９日） 

  オ 茨城県国体自転車競技（つくば市 ９月 28 日、29 日） 

  カ 茨城国体ハンドボール競技 

    （守谷市、坂東市、常総市 10 月４日～６日） 

  キ 茨城国体ハンドボール競技事業概要説明会 

    （守谷市、坂東市、常総市 12 月 19 日、20 日） 

  ク 茨城国体自転車競技事業概要説明会（つくば市 １月 23 日、24 日） 



 
 

【令和元年度に作製したＰＲ物品】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ﾎﾟｹｯﾄﾃｨｼｭ、缶バッチ、シール、ペン）      （ぬりえ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （クリアファイル）          （ミニタオル） 

 

 

 

 

 

 

 

（ネックストラップ） 

 

【工作物の設置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（顔出しパネル）  （カウントダウンボード） （うめぼ～やﾊﾁﾏｷ、ﾌﾟﾗｶｰﾄﾞ） 



 

令和元年度収支決算 

 

 
１ 収入の部                         （単位：円） 

科  目 予算額 収入済額 比較 内  容 

負担金 28,000,000 28,000,000 0 いなべ市負担金 

雑収入 1,000 181 △819 利息 

合 計 28,001,000 28,000,181 △819  

 

 

２ 支出の部                       （単（単位：円）） 

科  目 予算額 支出済額 比較 内  容 

総務費 3,801,000 180,010 3,620,990  

 実行委員会

運営費 

3,301,000 23,760 3,277,240 会議費 

 事務局費 500,000 156,250 343,750 事務用品 

封筒、郵送料ほか 

開催推進費 24,200,000 6,866,098 17,333,902  

 視察調査費 3,000,000 2,016,804 983,196 国民体育大会視察 

リハーサル大会視察 

先催地事業概要説明会 

広報啓発費 9,000,000 2,751,660 6,248,340 啓発イベント 

啓発用物品製作 

市民運動推

進費 

300,000 64,680 235,320 手作りのぼり旗 

競技運営準

備費 

11,900,000 2,032,954 9,867,046 競技会場実施設計業務 

合 計 28,001,000 7,046,108 20,954,892  

 
収入合計       支出合計       差引合計 

28,000,181 円  －  7,046,108 円  ＝ 20,954,073 円 

（いなべ市へ返金） 
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令和２年度事業計画（案） 

 

１ 会議の開催 

 (1) 総会 

 (2) 常任委員会 

 (3) 専門委員会（総務企画、競技式典、宿泊衛生、輸送交通） 

 (4) 庁内推進会議 

 

２ 事業の推進 

 (1) 広報啓発活動 

  ア 啓発イベントの実施及び各種イベントへの参加 

  イ 広報及び市ホームページ等による情報発信 

  ウ ＰＲ用工作物設置、ＰＲ用物品等作製及び配布 

 (2) 市民運動 

  ア ボランティア募集 

  イ 手作りのぼり旗作製 

 (3) 競技運営準備業務 

  ア 競技別実施要項作成 

  イ 弁当調整施設選定 

  ウ 輸送計画策定 

  オ 炬火イベント実施内容検討及び決定 

 (4) その他開催準備に係る業務 

 

３ 競技別リハーサル大会（開催概要は 14 ページ） 

 (1) ハンドボール競技（第 25 回ジャパンオープンハンドボールトーナメント） 

 (2) 自転車ロード・レース競技（第 55 回全国都道府県対抗自転車競技大会） 

 

４ 関係機関及び関係団体との連絡調整 

(1) 三重県国体担当部局との連絡調整 

(2) 関係競技団体及び共催市との連絡調整 

(3) 各種関係団体等との連絡調整 

 

５ その他 

先催地開催状況等の調査及び研究 

 (1) 燃ゆる感動かごしま国体開催地調査等 

（霧島市、鹿屋市、錦江町） 

 (2) 燃ゆる感動かごしま国体事業概要説明会（鹿児島県各開催地） 
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令和２年度収支予算（案） 

 
１ 収入の部                         （単位：円） 

科  目 本年度予算額 内  容 

負担金 110,000,000 

280,000 

いなべ市負担金 

ﾘﾊｰｻﾙ大会にかかる共催市負担金 

雑収入 1,000 利息 

合 計 110,281,000  

 

２ 支出の部                       （単（単位：円）） 

科  目 本年度予算額 内  容 

総務費 384,000  

 実行委員会運営費 84,000 会議費、封筒、郵送料 

 事務局費 300,000 事務用品 

開催推進費 10,439,000  

 視察調査費 3,610,000 国民体育大会視察（鹿児島県） 

自転車番組編成会議（鹿児島県） 

先催地事業説明会（霧島市ほか） 

広報啓発費 3,942,000 啓発イベント（ｽﾏｲﾙﾌｪｽﾀほか） 

啓発用物品 

市民運動推進費 2,887,000 手づくりのぼり旗作製 

花いっぱい運動ほか 

大会運営費 99,458,000  

 運営総務費 3,888,000 識別用品、保険、謝金ほか 

ハンドボール競技費 42,205,000 会場設営撤去業務 

自転車ロード競技費 50,456,000 会場設営撤去業務 

宿泊輸送費 2,909,000 バス借上げ料 

（競技補助員送迎、シャトルバス） 

合 計 110,281,000  
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三重とこわか国体いなべ市実行委員会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【実行委員会構成】 

会長（１人） 

副会長（６人） 

常任委員（29人） 

委員（44人） 

参与（30人） 

顧問（２人） 

監事（２人） 

合計 114 人 

【専門委員会】 

総務企画専門委員会 

（総合計画、広報及び市民運動、歓迎接伴 等） 

競技式典専門委員会 

（競技運営、競技施設及び関連施設の整備、開始式及び表彰式 等） 

宿泊衛生専門委員会 

（宿泊及び配宿計画、環境衛生及び食品衛生、医療救護 等） 

輸送交通専門委員会 

（輸送計画、交通及び駐車場、消防防災及び警備対策 等） 

（
国
体
推
進
室
） 

実
行
委
員
会
事
務
局 

総会 
【最高議決機関】 

競技会の開催運営に係る基本方針

等、会則の制定改廃、事業計画及

び事業報告、予算決算並びに重要

な事項等の審議及び議決 

常任委員会 
【決定機関】 

総会からの委任事項、緊急な事項、

専門委員会の設置及び専門委員会

への付託事項並びにその他必要事

項の審議及び決定 

専門委員会 
【調査機関】 

常任委員会からの付託事項及

び委任事項の調査審議並びに

常任事項の審議及び決定 

委任 報告 

報告 付託、委任 

※専門委員会については、 

必要に応じて随時設置 
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三重とこわか国体いなべ市実行委員会会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、三重とこわか国体いなべ市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

と称する。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、三重とこわか国体において、いなべ市で開催される競技会（以

下｢競技会｣という。）の円滑な運営に必要な事業を行うことを目的とする。 

（所掌事務） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を行う。 

(1) 競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

(2) 競技会の開催に係る準備に関すること。 

(3) 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

(4) 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

(5) 関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

(6) その他実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第２章 組織 

（組織） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

(1) いなべ市職員を代表する者 

(2) 市議会議員を代表する者 

(3) 関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

(4) その他会長が特に必要と認める者 

（役員） 

第５条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

(1) 会長   １人 

(2) 副会長  ６人以内 

(3) 常任委員 40人以内 

(4) 監事   ２人 

（役員の選任） 

第６条 会長は、いなべ市長をもって充てる。 

２ 副会長及び常任委員は、総会の同意を得て、委員のうちから会長が委嘱する。 

３ 監事は、総会の同意を得て、会長が委嘱する。 

（役員の職務） 
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第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじ

め会長が指定した順序により、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第12条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

（任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから実行

委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれ

ぞれの所属団体又は所属機関の役職を離れたときは、その委員等は辞任したものと

みなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充

することができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があった場合は、次の総会において報

告する。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

（顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 顧問及び参与の任期等については、前条の規定を準用する。 

 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第10条 実行委員会に、次の各号に掲げる会議を置く。 

(1) 総会 

(2) 常任委員会 

(3) 専門委員会 

（総会） 

第11条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。 

４ 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。 

(1) 競技会の開催に係る基本方針に関すること。 

(2) 会則の制定及び改廃に関すること。 

(3) 事業計画及び事業報告に関すること。 

(4) 予算及び決算に関すること。 



(5) 常任委員会に委任する事項に関すること。 

(6) その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開催し、及び議決することはできない。

ただし、総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人

に権限を委任し、又は書面により議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者

を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（常任委員会） 

第12条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

４ 常任委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

６ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。 

(1) 総会から委任された事項に関すること。 

(2) 総会を招集する時間的余裕がない緊急な事項に関すること。 

(3) 専門委員会への付託又は委任する事項に関すること。 

(4) その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

８ 前条第５項及び第６項の規定は、常任委員会について準用する。 

９ 常任委員会は、第７項の規定により審議し、及び決定した事項並びに次条第３項

の規定により専門委員会から報告があった事項について必要に応じ次の総会に報

告するものとする。 

10 第８条の規定は、常任委員会の役員の任期等について準用する。 

（専門委員会） 

第13条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から付託された事項について調査及び審議し、その結

果を常任委員会に報告しなければならない。 

３ 専門委員会は、常任委員会から委任された事項について審議決定し、その結果を

常任委員会に報告する。 

４ 前３項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会

に諮った上で、会長が別に定める。 

５ 第８条の規定は、専門委員会の役員の任期等について準用する。 

 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第14条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集する時間的余



裕がないと認めるとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、

これを専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告

し、その承認を得なければならない。 

 

第５章 事務局 

（事務局） 

第15条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章 会計 

（経費） 

第16条 実行委員会の経費は、交付金その他の収入をもって充てる。 

（予算及び決算） 

第17条 実行委員会の収支予算は総会の議決により定め、収支決算は監事の監査を経

て総会の承認を得なければならない。 

（会計年度等） 

第18条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日までとする。 

２ 準備委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第７章 解散 

（解散） 

第19条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときに、総会の議決を経

て解散するものとする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 

 

第８章 補則 

（委任） 

第20条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 

附則 

１ この会則は、平成30年１月29日から施行する。 

２ 準備委員会の設立時の会計年度は、第18条の規定にかかわらず、施行の日から平

成30年３月31日までとする。 

 

   附則 



１ この会則は、平成30年10月２日から施行する。 

２ この会則の施行の際、現に第76回国民体育大会いなべ市準備委員会の委員、役員、

顧問、参与である者は、それぞれ実行委員会の委員、役員、顧問、参与に委嘱され

たものとみなす。 

 

 

 

 



 
 

 三重とこわか国体いなべ市実行委員会委員及び役員等名簿 

                 （順不同、敬称略） 
（令和２年４月 14 日現在） 

【会長 １人】 
所属機関、団体 役職等 氏 名 

いなべ市 市長 日沖 靖 
 
【副会長 ６人】 

所属機関、団体 役職等 氏 名 
いなべ市議会 議長 水谷 治喜 
いなべ市 副市長 岡 正光 
いなべ市教育委員会 教育長 小川 専哉 
特定非営利活動法人いなべ市体育協会 会長 一木 正博 
いなべ市商工会 会長 三輪 秀孝 
一般社団法人いなべ市観光協会 会長 佐藤 忠生 
 
【常任委員 29 人】 

所属機関、団体 役職等 氏 名 
いなべ市議会 副議長 小川 幹則 

いなべ市自治会連合会 会長 三輪 敏明 

いなべ市スポーツ推進委員協議会 会長 川瀬 隆 

特定非営利活動法人いなべ市体育協会 理事長 髙木 修司 

特定非営利活動法人いなべＦＭ 理事長 弓矢 孝己 

一般社団法人いなべ市芸術文化協会 事務局長 岸本 勝哉 

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会 副会長 杉野 紀弘 

三重県高等学校体育連盟 会長 野垣内 靖 

桑員中学校体育連盟 会長 近藤 友徳 

いなべ市校長会 会長 山下 秀人 

一般社団法人いなべ医師会 会長 渡邊 治彦 

一般社団法人桑員歯科医師会 理事 二之宮 洋平 

一般社団法人桑名地区薬剤師会 常務理事 郷 幸代 

三重県ハンドボール協会 会長 向井 弘光 

三重県自転車競技連盟 理事長 杉本 信之 

いなべ消防署 署長 近藤 浩樹 

いなべ市企画部 部長 長﨑 十九八 

いなべ市総務部 部長 水谷 喜広 

いなべ市総合窓口部、市民部 部長 杉山 義文 

参考資料３ 



 
 

所属機関、団体 役職等 氏 名 
いなべ市都市整備部 部長 梅山 浩幸 

いなべ市環境部 部長 二井 真作 

いなべ市福祉部 部長 伊藤 俊樹 

いなべ市健康こども部 部長 舘 康平 

いなべ市農林商工部 部長 岡本 浩一 

いなべ市建設部 部長 梶 正弘 

いなべ市水道部 部長 出口 日佐男 

いなべ市議会事務局 局長 鈴木 訓 

いなべ市監査委員事務局 局長 伊藤 秋雄 

いなべ市教育委員会事務局 部長 小寺 道也 

 
【委員 44 人】 

所属機関、団体 役職等 氏 名 
いなべ市議会 総務経済常任委員長 新山 英洋 

いなべ市議会 都市教育民生常任委員長 林 正男 

特定非営利活動法人いなべ市体育協会 副会長 日紫喜 良守 

特定非営利活動法人いなべ市体育協会 事務局長 岡 忠義 

いなべ市スポーツ少年団 本部長 出口 勝実 

三重県立いなべ総合学園高等学校 校長 早川 巌 

いなべ市立北勢中学校 校長 岡本 利和 

いなべ市ＰＴＡ連合会 会長 和田 晶博 

いなべ市ＰＴＡ連合会 母親代表 多湖 洋子 

いなべ市保育園長会 会長 橋爪 直美 

三重県ハンドボール協会事務局 事務局長 中 弘美 

三重県自転車競技連盟事務局 事務局長 百々 敦史 

いなべ市商工会青年部 部長 日紫喜 大介 

いなべ市商工会女性部 部長 上地 智重 

いなべ市老人クラブ連合会 会長 小林 進 

一般社団法人サンパークいなべ 代表理事 水谷 道夫 

一般財団法人ほくせいふれあい財団 常務理事 藤田 義昭 

公益社団法人いなべ市シルバー人材センター 理事長 渡辺 勇 

いなべ市民生委員児童委員協議会連合会 会長 森 芳文 

いなべ市青少年育成市民会議 会長 近藤 勝敏 

いなべ市子ども会連合会 会長 小川 時生 

一般社団法人ガールスカウト三重県連盟第 12 団 副連盟長 中野 ひとみ 

三重北農業協同組合 代表理事組合長 門脇 孝 



 
 

所属機関、団体 役職等 氏 名 

員弁ライオンズクラブ 会長 出口 紀幸 

いなべ消防署 北分署 分署長 片桐 康生 

いなべ市消防団 団長 神谷 清 

一般社団法人三重県食品衛生協会 桑員支部 理事 鹿島 清孝 

いなべ市身体障がい者福祉会 会長 二井 清三 

公益社団法人三重県看護協会 桑員支部 支部長 中山 均 

いなべ地区交通安全協会 会長 清水 哲久 

日本郵便株式会社 梅戸井郵便局 局長 木村 陽一 

三岐鉄道株式会社 総務部長 田尻 秀浩 

三重交通株式会社 北勢事業所 事業所長 井林 信彦 

公益社団法人三重県バス協会 専務理事 青木 周二 

一般社団法人三重県タクシー協会 北勢支部 支部長 長野 成司 

株式会社ＪＴＢ 三重支店 支店長 木崎 真樹 
株式会社近畿日本ツーリスト中部 四日市支店 支店長 前泊 英樹 
中部電力パワーグリッド株式会社 桑名営業所 所長 山口 房江 

西日本電信電話株式会社 三重支店 支店長 杉本 渉 

ソフトバンク株式会社 地 域 Ｃ Ｓ Ｒ 部  参 与 伊藤 尚文 

ＫＤＤＩ株式会社 中部総支社 理事 中部総支社長 岡部 浩一 

三重県桑名建設事務所 所長 千種 藤紀 

三重県桑名地域防災総合事務所 所長 森下 宏也 

三重県桑名保健所 所長 長坂 裕二 

 

【参与 30 人】 

所属機関、団体 役職等 氏 名 
いなべ警察署 署長 松岡 善則 

いなべ市議会 議員 西井 真理子 

いなべ市議会 議員 篠原 史紀 

いなべ市議会 議員 片山 秀樹 

いなべ市議会 議員 原田 敬司 

いなべ市議会 議員 神谷 篤 

いなべ市議会 議員 伊藤 智子 

いなべ市議会 議員 岡 恒和 

いなべ市議会 議員 川瀬 利夫 

いなべ市議会 議員 水谷 治喜 

いなべ市議会 議員 衣笠 民子 

いなべ市議会 議員 鈴木 順子 



 
 

所属機関、団体 役職等 氏 名 

いなべ市議会 議員 岡 英昭 

いなべ市議会 議員 位田 まさ子 

いなべ市議会 議員 種村 正巳 

株式会社シー・ティー・ワイ 代表取締役社長 渡部 一貴 

株式会社ＣＢＣテレビ 三重支社 支社長 花田 松彦 

中京テレビ放送株式会社 三重支局 支局長 井上 勝也 

東海テレビ放送株式会社 三重支社 支社長 小川 貴正 

名古屋テレビ放送株式会社 三重支社 支社長 佐藤 昌宏 

三重テレビ放送株式会社 報道制作部副部長 坊農 秀治 

株式会社中日新聞社 四日市支局 支局長 後藤 厚三 

株式会社伊勢新聞社 北勢支社 支社長 竹尾 典晃 

株式会社朝日新聞社 四日市支局 支局長 深津 慶造 

株式会社中部経済新聞社 三重支社 支社長 坂本 和優 

株式会社毎日新聞社 四日市支局 支局員兼鈴鹿支局長 中根 勉 

株式会社読売新聞社 中部支社四日市支局 支局長 浜島 拓也 

株式会社時事通信社 津支局 支局長 都澤 貴征 

株式会社中広 三重支社 支社次長 丹羽 将隆 

三重エフエム放送株式会社 放送部次長 瀧 裕司 

 
【顧問：２人】 

所属機関、団体 役職等 氏 名 
三重県議会 議員 日沖 正信 

三重県議会 議員 石垣 智矢 

 
【監事 ２人】 

所属機関、団体 役職等 氏 名 
いなべ市監査委員 代表監査委員 二宮 敏夫 

いなべ市 会計管理者 和波 孝明 

 



 
 

三重とこわか国体いなべ市開催準備経過概要 

 

年度 年月日 経過概要 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 8.24 

 

9. 1 

 

9.14 

 

10.18 

 

11.15 

 

24. 1.11 

 

(財)三重県体育協会が三重県、三重県教育委員会に国民体育大会

開催要望書を提出 

(財)三重県体育協会が三重県議会議長に国民体育大会開催要望書

を提出 

三重県議会平成23年第３回定例会において、知事が第76回国民体

育大会について招致を表明 

三重県議会平成23年第３回定例会において、平成33年第76回国民

体育大会の招致を決議 

三重県、三重県教育委員会及び(財)三重県体育協会の連名により

文部科学省及び(公財)日本体育協会に開催要望書を提出 

(公財)日本体育協会理事会において平成33年第76回国民体育大会

の三重県開催を了解(内々定) 

24 

 

7.18 

 

8.31 

 

10.19 

 

第76回（平成33年）国民体育大会開催準備に関する市町説明会開

催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会設立総会、第１回総会及び

第１回常任委員会開催 

第76回国民体育大会の開催準備にかかる第１回市町連絡調整会議

開催（会場地希望調査開始） 

25 

 

25. 5.29 

 

7. 2 

7. 8 

 

10.29 

26. 2. 4 

 

 3.25 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第２回常任委員会開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第２回総会開催 

第２回市町連絡調整会議及び第２回競技団体連絡調整会議開催 

市町開催希望調査書を提出(ハンドボール競技) 

国体準備委員会事務局に会場候補地選定の内諾書(ハンドボール

競技)を提出 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第３回常任委員会開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第３回常任委員会におい

て、ハンドボール競技の会場地として選定される。 

26 

 

 

26. 5.16 

7.17 

 

8.12 

 

27. 1.20 

第３回市町連絡調整会議及び第３回競技団体連絡調整会議開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第３回総会開催 

第４回市町連絡調整会議開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第４回常任委員会開催 

第５回市町連絡調整会議及び第４回競技団体連絡調整会議開催 

市町開催希望調査書を提出(自転車競技) 

参考資料４ 



 
 

年度 年月日 経過概要 

26 2.17 

3.18 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第５回常任委員会開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第５回常任委員会におい

て、自転車競技(ロード・レース)の会場地として選定される。 

27 

 

 

27. 4.27 

7.27 

 

8.18～19 

28. 1.25 

2. 1 

第６回市町連絡調整会議開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第６回常任委員会及び第76

回国民体育大会三重県準備委員会第４回総会開催 

中央競技団体正規視察(ハンドボール競技) 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第７回常任委員会開催 

中央競技団体正規視察(自転車競技) 

28 

 

28. 5.10 

7.20 

 

8. 2 

 

8. 8 

 

29. 2. 1 

3.15 

3.16 

3.27 

第７回市町連絡調整会議及び第６回競技団体連絡調整会議開催 

日本体育協会理事会において、平成33年第76回国民体育大会の三

重県開催が内定 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第８回常任委員会及び第76

回国民体育大会三重県準備委員会第５回総会開催 

オリンピック開催に伴う追加競技開催希望調査書を提出(自転車

競技ロード・レース女子) 

第８回市町連絡調整会議及び第７回競技団体連絡調整会議開催 

国体競技別会期打ち合わせ(自転車競技)  

国体競技別会期打ち合わせ(ハンドボール競技) 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第９回常任委員会開催 

29 

 

 

29. 5.10 

7.26 

7.31 

 

10.31 

 

30. 1.29 

 

30. 1.31 

30. 3.19 

第９回市町連絡調整会議及び第８回競技団体連絡調整会議開催 

第１回会場地市町宿泊担当者会議開催 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第10回常任委員会及び第76

回国民体育大会三重県準備委員会第６回総会開催 

第76回国民体育大会三重とこわか国体いなべ市準備委員会設立発

起人会開催 

第76回国民体育大会三重とこわか国体いなべ市準備委員会 

設立総会及び第１回総会 

第11回市町連絡調整会議 

第76回国民体育大会三重県準備委員会第11回常任委員会におい

て、自転車競技（ロード・レース）（種別女子）の会場地として追

加選定される。 

30 

 

 

30. 4. 1 

5. 9 

5.21～22 

いなべ市教育委員会事務局に国体推進室を設置 

第11回市町連絡調整会議及び第９回競技団体連絡調整会議開催 

日本スポーツ協会・スポーツ庁による総合視察 



 
 

年度 年月日 経過概要 

30 

 

7.18 

7.23 

 

8. 2 

10. 2 

 

10.29 

12.13 

31. 2. 5 

 

 

 

2. 6 

 

 

 

第76回国民体育大会（三重とこわか国体）の開催が正式決定 

第76回国民体育大会三重県準備委員会及び三重とこわか国体・三

重とこわか大会実行委員会第１回総会開催 

第76回国民体育大会いなべ市準備委員会第１回常任委員会開催 

第76回国民体育大会いなべ市準備委員会第２回総会及び三重とこ

わか国体いなべ市実行委員会第１回総会開催 

第12回市町連絡調整会議 

三重とこわか国体競技別会期が決定 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第１回総務企画専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第１回競技式典専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第１回宿泊衛生専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第１回輸送交通専門委員会

開催 

31 

 

令和 

元年 

 

 

 

 

 

31. 4.17 

1. 5.17 

5.28 

7.25 

9.19 

11. 1 

11.18 

2. 2. 4 

 

 

 

2. 5 

 

 

 

2.12 

3.12 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第１回常任委員会開催 

第13回市町連絡調整会議 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回総会 

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会第２回総会開催 

三重とこわか国体いなベ市庁内推進本部設置 

市役所玄関にカウントダウンボード設置 

第14回市町連絡調整会議 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回総務企画専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回競技式典専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回宿泊衛生専門委員会

開催 

三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回輸送交通専門委員会

開催 

運営ボランティア募集開始 

三重とこわか国体いなベ市実施本部設置 

２ 2. 4.14 三重とこわか国体いなべ市実行委員会第２回常任委員会開催 

※（下線）が、いなべ市関係 
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